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はじめに 
  



レঔॿーॻを作る 

国⽴市合オンブズঐン ෳ川
かけऋॎ

 ఛ
あ き

（৻オンブズঐン） 
ਈ、ഀ象なஶୁのইレーズにল会いました。 

:KeQ OLIe JLYeV \RX OePRQV� PaNe OePRQaGe� َ⼈⽣ऋレঔンをଖइたらレঔॿーॻ

を作りなさい。ُ  

⼦どもオンブズঐンの活動をしていると、رなౙしさやၞさにઉએしている⼦どもやおと

なにল会います。໌ఇのੰৠੁऋあるऒとはなく、しङつ૾யのఒをります。ある

いは、⼦ども⾃ମऋ、例इयুदアॻバイスだけをीてくोるৃ合ऋあります。 

जういったときにਔしているऒとऋあります。ౙしいさなかにいると、どうしてもౙしい

対象の事෧にઅइऋૐ中してしまったり、َ ऒうにୀいないُとॿफ़ティブな্にઅइऋಕ

まってしまいます。जんなときに、ちॆっとୀったଳਡ、અइ্もदきるऒとをइるऒとद、

௴な૾யはॎっていなくても、ౙしさやつらさऋೄくなるऒとऋあります。また、০の

ౙしさはౙしさとしてਭけૃीつつ、जの中द⼦ども本⼈やఢりのおとなऋदきているऒと、

ౙしい事ଙをਭけて対ૢするৡऋついてきているऒとをऒちらからइると、⼦ども⾃ମ、あ

るいはおとな⾃ମの中にあるৡにਞऋહき、にਤिエॿルॠーऋলてくるऒとऋあります。

⼈⽣ऋすっरいレঔンをଖइたとき、जのをੴり、すっरいだけदなく、ଳਡをइたり

ଭり௭इるऒとद⼈⽣にाとॎいをもたचるऒとऋदきます。⼦どもオンブズঐンとし

て、レঔॿーॻतくりのおুいऋदきたとすोयとてもᇃしくઓいます。 

⼈⽣ऋレঔンをଖइるのと同に、レঔンをଖइるோ在ऋ、⼀般オンブズঐンदはないदし

ॆうか。市のਃ関や協定事業所の্رは、日ႃਜにಖཫさो、市⺠や利৷者・関બ者のたी

にرな対ૢをなさっています。しかしजोऋ、市⺠や利৷者等のଳਡから⾒ると、ਥ利૩

दはないかとじらोたり、ਂ ऋあるとઓॎोるときऋあります。中には外ोとじらो

るతもあるかもしोまचん。しかし、組௶の中दੴらङੴらङのうちにଳऋくなってい

たり、ৎ৻のोにൣって以はजोदଐしとさोていたものの現在दはਂ十分だ、ਖऋあ

る、とさोてしまうऒともあります。 

ౙੲண⽴てをਭけたओ関બ者にとっては、レঔンのっरさを৹ਪ、あるいはजの後の結ટ

ৢੴછदॎうかもしोまचん。しかし、পな間ୀいとなってしまうにఒのきっかけと

なったり、े り市⺠や利৷者等にとってిજかつౄৰした対ૢをとるというレঔॿーॻを作る

ਃ会と、きにとらइていただきたいとൢっております。 
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1 年৯をીइて 

国⽴市合オンブズঐン ൺ山
かたやま

 ൞
ऱौाち

国⽴市合オンブズঐンを૿ਊしてਈੂのڭ年を৽ૌしました。 

 ⼀般オンブズঐンとしては、આ年২とૻसてৼਯऋপ்にੜਸしています。આ年ڱ月にৗ

コটナक़ィルスഉඪऋڱథに分థ౹इになったऒともあるेうに、社会ऋ動きはじीَ 日

ଞُऋರって来たऒとをৰする年になりました。 

 ৼのઍは、福祉分ऋপきなસ合をಚीています。ऒの分のষサービスをਭける市

⺠は、援ஃऋਏदある⼀্द⾃らのニーズをిજに現するऒとऋ੭ਔदないऒとऋ多رあ

るऒとから、ਂをじてしまうऒとऋあるेうにઓいます。同ৎに、ਂをじているऒと

を૿ਊ者にੴらोたくないとおっしूる্もいらして、ऒの分におけるਥ利ੋのあり্に

ついてઅइさचらोました。 

 また、ৼ事例の中には、オンブズঐンに対するౙੲண⽴ての২とৼ者のニーズऋ合ಱ

चङ、ண⽴てにඹらないऒともありました。のਥ利ੋਃ関との૽સ分૿दあるऒとは৶ੰ

しつつも、২の間にีる事例ऋないेうにਞをつけてਜをষっていきます。 

 ⼦どもオンブズঐンとしては、ऒどものଢをदきるだけ࿆इる৬િをତइるऒとऋਏदあ

るとઅइております。現在दも、インターॿットやਗ਼話、オンブズঐンレター等のৼ্法を

৷ਔしており、ऒोらをৢじて多くのଢをୂくऒとऋदきています。जして、આ年২には矢川

উラスにて月ڮのলৼをीました。また、市⽴の中学ૅदをষう等、オンブズঐ

ンというோ在をੳੴしてもらうたीの活動もষっています。⼦どもたちのଢを࿆うたीには、

ମद౿ऋ⾒इるோ在दあるऒとऋましいのदすऋ、まだ十分とはいइない૾யदす。ౝڭ

のඐਜ৬दどऒまददきるか、また⼦どもたちऋアクセスしやすいৃ所にどのेうにアউ

টーチするऒとऋदきるか等の課ऋ多いのऋ現૾दす。 

また、ऒोまदの活動のਛટもあり、৵中学ૅのऒどもたちにはあるங২のੳੴऋあって、

あるங২のৼの੯ਯもある૾யदす。しかし、中学෮業後のऒどもからのৼ੯ਯはなく、

ऒの年ೡのऒどものଢをどのेうに࿆っていくऒとऋदきるのかも০後の課दす。 

まだまだ、多くの課ऋありますऋ、しङつदもఒしなऋら、ਥ利ੋਃ関としての૽

સを৸うदきるेうにीていきたいとઓいます。 
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    ੪ਞなだけじूいらोない

⼦どもৼ৩ ৵ਣ
ऒ じ ま

 
ち さ と

（まなてं） 

国⽴市オンブズঐン事ਜଂの⼦どもৼ৩になりଫڭ年、はハイティーンుญਝのు

ญ৩をしており、जの৽ୡを活かしたいとઓい本につきました。 

આ年から矢川উラスの⼀ഓをおりして月ڮ、定にَाんなのৼ （ُアक़トリー

チ）をीています。ઉம⼦どものৼに結लつかなくても、जऒにૐう⼦どもたちとৃをુ

થし、⼀คにฉんだりおしूसりをするڮৎ間。⼦どもৼ৩ってऒんな⼈だेってाんなに

౿をੴってもらいੱをもってもらइたら、というਞちदやっています。ऒऒदল会った

⼦どもたちのᙅきを、しओງஂします。 

ᇃしいऒと௫しかったऒとのおしूसりもたくさんありますऋ、中にはَஎ、学ૅदもੇद

もっऒऋきなのَُ ちूんからऋらचさोた、うकいَُسس ફ、にらोてたेねっ

てๆのੇの⼦にॎोたَُ ঐঐはいつもཋい౿してる、ोてるのかなء ঐঐऋੱଦ 等ُ。 

ฉलの合間にৼ৩のડに来てᙅく⼦どもたち、どんなऒとをじているのदしॆうؼ。੪

ਞに൚って話す⼦どもにも୦かしら။いऋあるかもしोないとઓいまचんかء さलしさ、

しさ、᠅২、जोともશのなにかؼ、जんな௯にઅइているとল会う⼦すसてऋఎおしく、ज

の⼦ऋ୦をじઅइ୦をんदいるのか、もっとੴってもっとൎଐくなりたいなとઓいます。

⼦どもって、おとなのਞちऋ⼦どもからဆोるとすएにじってोていくんदす。⼦

どもにき合うときは⾃分⾃ମもઌ໐、いつもੲをニগートラルにしていなけोयなら

ないと൱しています。जして⼦どもたちの৵さなଢもちूんとਭけとी、दきるऒとはなに

かを⼦どもと⼀คにઅइていऒうとઓいます。 

矢川উラスのَाんなのৼُのेうに⾃ேなद⼦どもたちにল会इるৃ所؟アक़トリー

チアউটーチのৃをしङつઁऑ、⼦どもたちのたくさんのᙅきにল会いたいとઓっていま

す。

  

     

4



  
  1 年をஷりନって

⼦どもৼ৩ ⾕
たに

 
ा

ค
お

（もいもい） 

オンブズঐン事ਜଂद⼦どもৼ৩としてல事をさचていただき、৺ 1 年ऋ৽ちました。

ऒोまदは、ৈೡ者や医療の分दのৼ৩をしていたのद、⼦どもにかかॎる分はৗしい

ऒとयかり。⼦どもたちのエॿルॠーに੪ਞをもらいつつ、⼦どもৼ৩として⾃分ऋল来る

ऒとはなんだौうءとઅइる日दす。 

ऒの 1 年間、ఞचらोるৼやアンケート、矢川উラスदのলৼなどをৢして、⼦ども

たちの୴や⼦にඡो、⼦どもたちのૌओしている୭や、どんなऒとに௪関ੱをもって

いるのか、どんなऒとをઅइているのか、どんなりओとऋあるのかを、まだまだ⼀दすऋ

ੴるऒとऋল来ました。जऒदじたのは、⼦どもたちはおとなऋઅइている以上に౦رなऒ

とを、जोझोのଳਡदじ、અइているというऒとदした。 

⼦どものઅइや発୳はとてもঘニークदすऋ、おとなはついَ ऒうしたらいいんじूないُء

َऒのऺうऋいいे とُアॻバイスしてしまいऋちदす。எもेくやってしまいます。しかし、

जोは⼦どもの৬ୡや、⾃分दઅइるৡをേいかねないのだとじました。 

⼦どものଢをेくലいて、ੱଦओとやਂ、ઑਖなどのりओとについて、どうしたらいい

か、⼦どもと⼀คにઅइ、ষ動するのऋ、⼦どもの⼈ਥオンブズঐンदす。जうやって、⼦ど

もたちऋ⾃分दਖをੰৠしていくৡをുうऒとを৯しています。オンブズঐンにつなऋる

ਈੂのษઠदあり、⼀คに関ॎっていく⼦どもৼ৩として、⼦どものଢをまङはَಞઉにُ

َजのままُലくऒとをপજにしていきたいとઓいます。
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,．়ड़থঈ६ঐথ২भਏ                       

ਝ઼৽༬．ڭ
োのీਃ（ڭ）

ਛڱڭ年に市ऋੁ定した第⼀ઃ国⽴市⼦ども合ੑにおいて、َ ⼦どもオンブ
ズঃー९ンُの২ਫ਼ୈऋり上ऑらो、ਛگڮ年ੁ定の第二ઃ国⽴市⼦ども合
ੑにおいてもਡඨ৯としてり上ऑらोていましたऋ、৬なਤ⎃はाらोま
चんदした。

जの後、ਛڴڮ年২ੁ定の第三ઃ国⽴市⼦ども合ੑにおいて、市に関する
ౙੲ等を৹ਪしชਫ൭ઔ等をষうऒとल⼦どものਥ利૩のੋ・ଆૃを৯とし
たَ （ෘ称）国⽴市オンブズঐン২ のُਝऋり上ऑらो、োにけたਫ਼ୈを৫
しました。

    
২の名称について（ڮ）
    オンブズঐンとは、スक़ख़ーデンୁदَ৻৶⼈َُ ৻者َُ ఉ護⼈ُをਔしてい

ます。国⽴市オンブズঐン২ଟ議会दは、⼦どもにとってَオンブズঐンُはሖഉ
ाऋුいとのਔ⾒もありました。しかし、ધஊ⾃৬ऋಁइやすいऒと、⼦どもの⼈ਥ
をੋするਔをෆஅするऒと、スक़ख़ーデンद発໋したഄఴਔଝऋあるऒとなど
からَ合オンブズঐンُとするऒととしました。

২ਝのो（گ）
月ڭڭ月からڴ６年ڮਛٳ

    ଵ৶にेるਫ਼ୈ会をਝ઼、ੲਾુથと課ྴলをষう。
月ڱ年ڴڮ月からਛڱ年ڳڮਛٳ   
    国⽴市オンブズঐン২ଟ議会द議、ঃブリックコওントৰ後、市শष௦ண。
月ڮڭ年ڴڮਛٳ   
    国⽴市議会第ڰ定例会において例ऋ૭ৠ、ਛ⽴。ਛڵڮ年ڰ月ڭ日ষ。

বয়়ड़থঈ६ঐথधम．ڮ
合オンブズঐンは、ষ৸般に対するౙੲを૪৶するَ⼀般オンブズঐンُと、⼦

どもの⼈ਥに関するৼ支援をষうَ⼦どもの⼈ਥオンブズঐンُの্のਜをষい
ます。

ٛ合オンブズঐンのଡਛイওー४ٜ

8



                      ⋛．়ड़থঈ६ঐথ২भਏ

௶合オンブズঐンの組（ڭ）
    合オンブズঐン（非ଞඐ特શ）はڮ名、オンブズঐン事ਜଂは、৩ڮ名、⼦

どもৼ৩（௧会ੑ年২ભ৷৩）ڮ名दଡਛさोています。
 なお、ਏにૢじ௧৹ਪ৩を઼くऒとऋदきます。

中⽴ਙのન保（ڮ）
合オンブズঐンは第三者ੋਃ関दすऋ、現ষの法令上の関બद市のဟരਃ関

としてਝ઼さोています。ऒのऒとから、例等にेり以ৣのઍを定ी中⽴ਙをન
保しています。
⋇オンブズঐンのભ୵・ੰには、市議会の同ਔऋਏ。
⋈オンブズঐンは、जोझोஆભदਜをষう。
⋉オンブズঐンをଓଯする事ਜଂ৩は、市の৩दあるऋどऒのにもരさない。

ಹड़থঈ६ঐথपणःथ．گ
般オンブズঐンのਜ⼀（ڭ）

    ⋇市の業ਜ等に関するౙੲ等をලಔなুਢदਭけહけます。
⋈ண⽴てに੦तき、市のਃ関等の৹ਪをৰします。

  ண⽴てにेるऺか、オンブズঐン⾃ମの発ਔにेり、市のਃ関等を৹ਪするऒとも
あります。

ෳਆ ఛقఉ૧ك 
（な৽ഄ） 
・東京ఉ護⼠会 
・東京都ుญৼ所 

協ৡఉ護⼠・非ଞඐఉ護⼠ 
・ਿ中市ਏ保護ుญ等対ੁ地ୠ৩会 
・国分寺市いじीଆૃ対ੁଟ議会 
・ೣਣ市合オンブズঃー९ン 

ൺ ൞قఉ૧ك 
（な৽ഄ） 
・東京ఉ護⼠会 
・東京三ఉ護⼠会多摩支 

⼦どものਥ利に関する৩会 
・ழ⼦市教育৩会 

いじीਖ対ੁ৩会 
・東京都ుญৼ所 

協ৡఉ護⼠・非ଞඐఉ護⼠ 

বয়়ड़থঈ६ঐথ 
ْભ ഥਮڱফڰাڭऊैഥਮڴফگাڭگٓ 

市 শ 

オンブズঐンબ オンブズঐン事ਜଂ 合オンブズঐン 

9



,．়ड़থঈ६ঐথ২भਏ                       

⋉৹ਪの結ટ、ਏにૢじて市のਃ関等に対しชਫ等のೈ઼をङるेう、൭ઔや
২ఒをीるਔ⾒明をষいます。

    ⋊オンブズঐンの⾒ੰには法༃൶ৡはありまचんऋ、൭ઔやਔ⾒明をਭけた市の
ਃ関等は、जの൭ઔ等を๑し、ยৰ・ిજに対ૢするଝਜをいます。

    
ౙੲの対象（ڮ）
    ⋇市૽所、教育৩会、૰ਪ৩、৭ଵ৶৩会など、市議会をく市のਃ関

   ⋈市と協定を結んだ⺠間福祉事業者（令和６年گ月ଜ現在ഁ結事業者ਯگڮ؟社）

ண⽴てのदきる্（گ）
    ౙੲのண⽴てはどなたदもदきます。
    ⼈、団৬、ક所、年ೡ、国ආなどにはありまचん。

りඞइない事ඨ（ڰ）
    ⋇ਉಋ、ண⽴てのਉとなった事ৰऋ発⽣してからڭ年以上৽ૌしたもの

⋈ଇਖ਼・議会・ਂസண⽴て等द結のदているऒとやりඞい中のऒと
    ⋉૰ਪ৩ऋ૰ਪをৰしているऒと
    ⋊৩⾃ମのඐਜઍに関するऒと
    ⋋合オンブズঐンにेりใにౙੲ等の૪৶ऋીവしているऒと

   ⋌法令のૠ定にेるਂസண⽴てਃ関等の業ਜに関するऒと
⋍⼀般な市षのਏや提（ઉமな利૩関બऋ発⽣していないもの）
ౙੲண⽴てのਏ੯にి合するかどうかは、オンブズঐンऋお話をうかऋって合پ

にਖ਼します。

ৼ、ண⽴ての্法（ڱ）
   オンブズঐン事ਜଂषの来所、ਗ਼話、ওール等दৼをਭけહけています。

なお、ண⽴てをするৃ合はਉಋછએदষい、ᅮ名दはਭけહけらोまचん。

（６）એについて
    オンブズঐンとઉமએदきます。事ਜଂदৼのにओൌをうかऋいます。

ౙੲの৹ਪ（ڳ）
     オンブズঐンは、ౙੲのઍをଟਪし、市のਃ関や市と協定を結んだ⺠間福祉事業

者を৹ਪします。৹ਪは、アリンॢ、છథや記ஈのၡ覧、ৰ地৹ਪなどオンブズঐ
ンऋਏとするものをষいます。

。ண⽴⼈と৹ਪ対象ਃ関との対એ৹ਪदはありまचんپ   
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                      ⋛．়ड़থঈ६ঐথ২भਏ

৹ਪ結ટ・ชਫ൭ઔ等のৢੴ（ڴ）
     ৹ਪの結ટとオンブズঐンの⾒ੰをண⽴⼈と市のਃ関等にৢੴします。
     なお、ਏにૢじて市のਃ関等にชਫ൭ઔ等をষったৃ合には、ண⽴⼈にजのઍ

をৢੴします。
     また、市のਃ関等に対してชਫ等ྼはఒのೈ઼૾யについてਾઔをी、ண⽴⼈

にजのਾઔઍをৢੴします。

नुभযਥड़থঈ६ঐথपणःथ．ڰ
どもの⼈ਥオンブズঐンのਜ⼦（ڭ）

⋇⼦どもの⼈ਥ૩等に関するৼについて、ੰৠ্法を⼀คにઅइஃしたり、
ਏにૢじて⼦どもの৻ॎりとなって、関બするপ⼈と話したりするなど、⼦どもの
利益を第⼀にઅइて支援します。

⋈⼦どもからのৼにഛႠに対ૢするऒとद、⼦どものৼするৡや⾃ഞੰৠચৡを
育ਛし、⼈ਥਔを育ाます。

⋉⼦どもの⼈ਥ૩に関して、ੋண⽴てྼは⾃ഞの発ਔに੦तき৹ତ、৹ਪします。
⋊৹ਪ等の結ટ、ਏにૢじて、ชਫ等のೈ઼をङるेう൭ઔや২ఒをीる

ਔ⾒明をষいます。
⋋⼦どもの⼈ਥオンブズঐンのઁਾ活動と⼦どもの⼈ਥのཟ発をষいます。

ৼदきるऒとलৼदきる্（ڮ）
⼦どもの⼈ਥに関するऒと等について、୦दもৼदきます。また、市に在ક・

在学・在ඐのୃڴڭ未の্に関するৼदあोय、⼦ども⾃ମはもちौん、ੇఔや
௵⼈दもৼするऒとऋदきます。

ৼ、ੋண⽴ての্法（گ）
  オンブズঐン事ਜଂषの来所、ইリーॲイখル、ওール、オンブズঐンレター等द

ৼをਭけહけています。まङは、オンブズঐンをଓଯする௧दあるَ⼦どもৼ
৩ُऋৼをおୂきします。जの後ਏにૢじて、⼦どものਔઓをもとにੋண⽴
てをਭけહけています。ᅮ名दੋண⽴てするऒともदきます。

એについて（ڰ）
     オンブズঐンとઉமએदきます。事ਜଂदৼのにओൌをうかऋいます。

৹ਪल৹ତ（ڱ）
オンブズঐンは、⼦どもに関するฎाなどのੰৠのたी、市のਃ関を৹ਪします。

৹ਪは、アリンॢ、છథや記ஈのၡ覧、ৰ地৹ਪなどオンブズঐンऋਏとするも
のをষいます。また、⼦どもの⼈間関બのఊ୮・ગଡണのたीに、⼦どもに関બする
ਃ関等との৹ତ・৴をষいます。

11



,．়ड़থঈ६ঐথ২भਏ                       

（６）৹ਪ結ટ・ชਫ൭ઔ等のৢੴ
৹ਪの結ટとオンブズঐンの⾒ੰをੋண⽴⼈と市のਃ関にৢੴします。
なお、ਏにૢじて市のਃ関にชਫ൭ઔ等をষったৃ合には、ੋண⽴⼈にजの

ઍをৢੴします。 
   また、市のਃ関に対してชਫ等ྼはఒのೈ઼૾யについてਾઔをी、ੋண⽴

⼈にजのਾઔઍをৢੴします。

ਁ؞ઈ৷૾யभਾઔ．ڱ
   合オンブズঐン২のઈ৷૾யについて、年ઃਾઔછを作ਛし、市শल市議会に

ਾઔするとともに、ઁく市⺠に公します。

ணয়थभो؞ৼ．ڲ
般オンブズঐン⼀（ڭ）

12
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どもの⼈ਥオンブズঐン⼦（ڮ）
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Ⅱ．運用状況 
 

1．総合オンブズマンの活動について 
2．一般オンブズマンの運用状況 

（1）相談・申⽴ての状況 
（2）申⽴ての処理状況等 
（3）申⽴てに⾄らなかった相談の状況 
（4）是正勧告⼜は意⾒表明 
（5）その他の活動について 

3．子どもの人権オンブズマンの運用状況 
（1）相談・申⽴ての状況 
（2）相談対象となる子どもの所属等 
（3）子どもの人権オンブズマンの総活動回数 
（4）子どもの人権オンブズマンの活動について 

 
 
 
  



⋜．ઈ৷૾ய                               

 ়ड़থঈ६ঐথभણपणःथ．ڭ
 合オンブズঐンのলඐਯ（ڭ）

合オンブズঐン ڮ名 భसڱڭڭ 

 ৫ಈしている会議（ڮ）
⋇合オンブズঐン会議  

月ڭ（第ڭౝ৯）、オンブズঐン২ઈ営に関する੧੯をୈ議しています。 
⋈ケースਫ਼ୈ会議  

月ڮ（第گ・ڭౝ৯）、⼦どものৼケースのੲਾをુથし、जの後の্ଉをનੳして
います。なお、⼦どものৼケースについては、ڮか月にڭங২のᄄ২दથ者からスー
ঃーバイズをਭけています。 

 ಹड़থঈ६ঐথभઈ৷૾ய．ڮ
 ৼ・ண⽴ての૾ய（ڭ）

令和ڱ年২に⼀般オンブズঐンऋਭけહけたৼ੯ਯはڵڰ੯द、令和ڰ年২とૻ
ຎしてੜਸしています。 

なお、ண⽴ては、令和 4 年২にৼをਭけたもの 1 ੯をஅीڴ੯ありました。 

ڭ ౧શৼ・ண⽴੯ਯ

ڮ 月શৼ੯ਯ 

月 月ڰ 月ڱ ６月 月ڳ 月ڴ 月ڵ 10月 11月 12月 月ڭ 月ڮ 月گ 合ੑ

੯ਯ 3 6 11 5 5 3 4 3 3 0 4 2 49

 ੁ ৽ 営  2 �2� 0 �0�
ষ  ଵ ৶  3 �5� 2 �0�
 ೨ 福 祉  13 �9� 3 �0�
⼦ ど も ੇ ൦  1 �0� 1 �0�
⽣ 活 ୭   2 �3� 1 �0�
都 市 ତ   4 �2� 0 �0�
教 育  ৩ 会 1 �0� 1 �0�
議 会 事 ਜ ଂ 1 �0� 0 �0�
⺠ 間 福 祉 事 業 者 5 �0� 0 �0�
ज の  17 �9� 0 �0�

合ؙؙؙੑ 49 �30� 8 �0�
�ؙ�のਯகは令和ڰ年২の੯ਯ

ؙؙؙ౧ ৼ੯ਯ ண⽴੯ਯ
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                               ⋜．ઈ৷૾ய

 گ ৼ者 

ৼ者दは、市ક者ऋڰڰ੯、ৼ者શदは、本⼈からऋڴڰ੯、৻৶⼈か
らऋڭ੯दした。 

また、ৼ্法શदは、来所ऋ６ڭ੯、ਗ਼話ऋڴڮ੯、ওールऋڰ੯द、ুदのৼ
ऋ 1 ੯ありました。 

ڰ ઍશৼ・ண⽴੯ਯ 

 。年২にண⽴てとなったものをஅिڱ年২中にৼをਭけ、令和ڰ令和پ

ઍશৼ੯ਯदは、しॆうऋいしू支援やஂ護サービス、福祉事業所対ૢなどのৼ
ऋ多くなっています。 

なお、ண⽴てにඹった੯ਯはڴ੯द、ઍは多วにॎたっています。 

  

本⼈ ৻৶⼈ जの 来所 ਗ਼話 ওール जの

੯ਯ 44 5 48 1 0 16 28 4 1

ય分
市
在ક

市外
在ક

ৼ者 ৼ্法

しॆうऋいしू支援 3 2 ઐৢ৸対ੁ 2 0
ৈೡ者サービス 1 0 ৩の動 3 1
ஂ護サービス 3 1 ଓஃসணடুਢき 1 0

⺠⽣৩ 1 0 ీ৺ুਢき 1 1
ஂ護保૫ 1 0 福祉事業所対ૢ 6 0

国⺠೨保૫ 2 0 事ਜুਢき 3 پ 1
ओा૪৶ 1 0 ૂༀ等ଵ৶ 2 1
ವ૪分 1 0 ⾃৬対ૢ 5 0

保育園・ऒども園 2 1 जの 10 0
福祉થઈଛ 1 0 合ؙੑ 49 8

ண⽴੯ਯ
分ؙథ 分ؙథ

ண⽴੯ਯ
ؙৼ੯ਯ ؙৼ੯ਯ
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⋜．ઈ৷૾ய                               

 ڱ ౧શ分థશৼ・ண⽴੯ਯ 

৩対ૢ 1 0
ವତ৶ 1 0
ੑ 2 0
ૂༀଵ৶ 1 0
৩対ૢ 1 1
ษઠ対ૢ 1 1
ੑ 3 2
⺠⽣৩ 1 0
しॆうऋいしू支援 3 2
ஂ護保૫ 1 0
地ୠෆฐ 4 1
年সুਢき 1 0
国⺠೨保૫ 2 0
जの 1 0
ੑ 13 3
保育園ো所 1 1
ੑ 1 1
ษઠ対ૢ 1 1
०૪৶ 1 0
ੑ 2 1
ଡ଼ଵ৶ 2 0
ษઠ対ૢ 1 0
जの 1 0
ੑ 4 0
ص 0 0
ੑ 0 0
ਝଵ৶ 1 1
ੑ 1 1
ඌ୍ହ 1 0
ੑ 1 0
ص 0 0
ੑ 0 0
ص 0 0
ੑ 0 0
৩対ૢ 3 0
২のல組ा 1 0
जの 1 0
ੑ 5 0

ੁ৽営

ষଵ৶

⼦どもੇ൦

協定福祉事業者

議会事ਜଂ

৭ଵ৶৩会

೨福祉

⽣活୭

都市ତ

ؙ౧ 分ؙథ ৼ੯ਯ

会ੑଵ৶者

教育৩会

૰ਪ৩

ண⽴੯ਯ
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                               ⋜．ઈ৷૾ய

 ண⽴ての૪৶૾ய等（ڮ）
令和 5 年২のౙੲண⽴てڴ੯のうち、令和６年২にಲਢ৹ਪとなった 4 ੯をく 

4 ੯の৹ਪऋીവし、जの結ટをண⽴⼈と市のਃ関等にৢੴしました。 

 ６ ૪৶૾ய 

  

⾃৬対ૢ 4 0
ษઠ対ૢ 2 0
ௌ௮関બ 2 0
ා੧ 2 0
⽣活ৼ 2 0
ు教育ਝの対ૢ 1 0
ๆトラブル 1 0
オンブズঐン২ 1 0
上記にჾਊしないもの 2 0
ੑ 17 0

49 8

分ؙథ ৼ੯ਯ ண⽴੯ਯ

ؙ合ؙੑ

ؙ౧

जの

੯ؙਯ
4

ౙੲண⽴てのະ຺にปったもの（ڭ） 1
ౙੲண⽴てのະ຺に⼀ปったもの（ڮ） 0
市の業ਜにਂऋなかったもの（گ） 3

0
0
4
0
8

৹ਪを中ૃしたもの؝گ
りৣऑらोたもの؝ڮ

৹ਪಲਢ中のもの（令和６年২に৹ਪをಲਢ）؝ڰ

合ؙੑ

યؙ分
৹ਪ結ટをৢੴしたもの؝ڭ

৹ਪ対象にならなかったもの؝ڱ

19



⋜．ઈ৷૾ய                               

 ڳ ண⽴てからી結まदの間 

 ண⽴てにඹらなかったৼの૾ய（گ）

ڴ ৼඞいとした੧੯ 

 ชਫ൭ઔྼはਔ⾒明（ڰ）
ชਫ൭ઔ、ਔ⾒明については、対象੧੯はありまचんदした。 

  

0 ਈপ月ਯ 6�0 �5�5�
3 ਈ৵月ਯ 3�2 �4�3�
0 月ਯ 4�0 �5�1�
1 �ؙ�のਯகは令和ڰ年২の月ਯ
0
0
0
4

ؙ間 ੯ؙਯ
か月未گ
か月未ڰか月以上گ

合ؙੑ

か月以上ڮڭ
৹ਪಲਢ中のもの

か月未ڱか月以上ڰ
か月以上６か月未ڱ
６か月以上ڮڭか月未

੯ਯ

34

ਊ౧दのౙੲ૪৶対ૢとしたもの૿（ڭ） 7

ౙੲઍऋලಔ、ᅮ名ൌ、ৼ者のൌにेり（ڮ）
ؙؙؙ事ਜଂまたは所ଵ課と৹ତして対ૢしたもの

15

৴൪ऋなかったものまたはりৣऑらोたもの（گ） 12

8

42

યؙؙ分

オンブズঐンの所რにჾਊするもの؝ڭ

オンブズঐンの所რにჾਊしないもの؝ڮ

合ؙؙੑ
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                               ⋜．ઈ৷૾ய

 जのの活動について（ڱ）
 ২についてのఢੴٳ   
    এスターをૂにൕંして、合オンブズঐン২についてఢੴしました。 

   ٛൕં৷এスターٜ 
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⋜．ઈ৷૾ய                               

合オンブズঐンの令和ٳ    4 年২におけるઈ৷૾யについてのਾઔ 
令和ڱ年ڴ月、合オンブズঐンの令和ڰ年২におけるઈ৷૾யについて、市শに

合オンブズঐンからਾઔをしました。 
ਾઔછは、ੲਾ公৫コーナー（市૽所ڭ階）やછை等においてၡ覧दきるऺか、

市ームঌー४にもൕൗしています。なお、ੲਾ公৫コーナーदはਾઔછのਲ਼もし
ています。 
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                               ⋜．ઈ৷૾ய

 नुभযਥड़থঈ६ঐথभઈ৷૾ய．گ
 ৼ・ண⽴ての૾ய（ڭ）

令和 5 年২の⼦どもの⼈ਥオンブズঐンのৼ੯ਯはڬڱ੯द、令和ڰ年২の６ڱ
੯とૻຎしてしました。令和ڰ年২からのಲਢ੯ਯはگ੯द、जのうちڭ੯のੋ
ண⽴てについては৹ਪऋીവし、जの結ટをண⽴⼈と市のਃ関等にଛહしました。 

ชਫ൭ઔलਔ⾒明については、対象੧੯はありまचんदした。 

ڭ 月શਭહ੯ਯ 

ڮ ੂৼ者ल対ૢ্法 

ৼ者のについては、⼦ども本⼈からઉமਭけたৼऋڳگ੯、ੇ ఔの্からਭ
けたものऋڵ੯、関બਃ関からਭけたものऋڰ੯ありました。関બਃ関からのৼद、
⼦ども本⼈とつなऋるऒとऋदきたৼはڮ੯दした。 

௰ਖदのৼは 3 ੯あり、令和 5 年 8 月ेり矢川উラスद定にৰしているَ ा
んなのৼُदਭけたものदす。ইリーॲイখルदのৼは 11 ੯द、जのうち本⼈か
らऋ 6 ੯、保護者からऋ 5 ੯दした。 

ওール（ৼইज़ーム）दのৼについては、令和 5 年 9 月ेり市⽴৵中学⽣にଦ
ഘさोているタブレットഈଜに、ৼইज़ームのہۇۊをブックঐークఃஈしていま
すऋ、੯ਯとしてはੜदした。さらなるఢੴऋ০後の課दす。 

૮મदഖএストにၽदきるオンブズঐンレターにेるৼは令和 4 年২とऺऻ
同ਯदあり、すसて৵学⽣からのৼदした。ৼॶールとして⼦どもたちにਭけোो
らोているेうदす。 

जのの 18 ੯は、年৵学 5 年⽣と中学 2 年⽣にৰしているアンケートに記ো
さोていたৼद、⼦ども本⼈に話をୂいたり、学ૅにનੳしたりして対ૢしました。 

گ ੂৼ者 

  

月 月ڰ 月ڱ ６月 月ڳ 月ڴ 月ڵ 10月 11月 12月 月ڭ 月ڮ 月گ 合ੑ

੯ਯ 1 1 3 4 4 7 18 4 2 4 1 1 50

本⼈
ੇఔ・
৻৶⼈

जの 来所 ௰ਖ ਗ਼話
ӐӜҴ

ӄӢҶӘӝ
ওール

ҹӡӐӢӁӢ
ӓӡӞӄҴ

जの

੯ਯ 37 9 4 3 3 4 11 4 7 18

ય分
ৼ者 ৼ্法

本⼈ ಟ ೯ ຳ೯ಟ
きॆう
だい

௵達
関બ
ਃ関

৻৶⼈ जの 合ੑ

37 8 0 0 0 0 4 0 1 50

23



⋜．ઈ৷૾ய                               

ڰ ઍશৼ・ண⽴੯ਯ 

なৼઍとしては、ઐ௵関બのฎाऋ ੯、ੱମのฎाや学ૅ・教৩等の対ڬ1
ૢऋजोझो 7 ੯ङつあり、例年ऒोらのৼऋ多いൊにあります。 

 ৼ対象となる⼦どもの所ര等（ڮ）
   ⼦どもの所രについては、৵学⽣ऋڮگ੯、中学⽣ऋڬڭ੯、ৈૅ⽣ऋ 5 ੯となり

ました。 
   ৵学⽣ 5 年⽣のৼऋ多いのは、アンケートの⾃記ჷにਞになっているऒとを

છいてくोたऒとにेります。৵学⽣、中学⽣とૻຎして、ৈૅ⽣からのৼऋない
૾யदす。 

ڱ ⼦どもの所ര等 

  

いじी 2 �7� 0 �0�
ઐ௵関બのฎा（いじीをく） 10 �20� 0 �0�
学ಆ・ਤଡ଼のฎा 4 �3� 0 �0�
ਂఃૅ 1 �1� 0 �0�
ੱମのฎा 7 �6� 0 �0�
学ૅ・教৩等の対ૢ 7 �11� 0 �0�
ੇఔ関બのฎा 5 �3� 0 �0�
⼦育てのฎा 1 �0� 0 �0�
ྦୄ 2 �4� 0 �0�
ষਃ関の対ૢ 0 �1� 0 �1�
जの 11 �9� 0 �1�

合ؙੑ 50 �65� 0 �2�

（ؙ）のਯகは令和ڰ年২の੯ਯ

ؙઍ ண⽴੯ਯৼ੯ਯ

0 �1� 6 �0� 3 �2� 2 �2� 3 �4� 14 �29� 4 �3� 32 �40� 3 �4�

2 �1� 8 �8� 0 �3� 10 �12� 2 �1� 1 �2� 1 �5� 1 �0� 5 �8� 50 �65�

（ؙ）のਯகは令和ڰ年২の੯ਯ

৵学⽣

ਂ明 ৵ੑ
合ੑ

学年گ ৵ੑ

中学⽣ ৈૅ⽣

ਂؙ明
जの

学年ڭ

未学ు
６学年ڭ学年

学年ڮ 学年گ 学年ڭ 学年ڮ 学年گ

学年ڮ 学年ڰ 学年ڱ

৵ੑ
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 どもの⼈ਥオンブズঐンの活動ਯ⼦（گ）
令和ڱ年২のৼڬڱ੯と令和ڰ年২からのಲਢৼگ੯の合ੑگڱ੯に対し、

活動ਯはڮگڮとなりました。活動ਯは、ケースにेってयらつきऋあります
ऋ、৸৬として৹ତ活動ऋਏな੧੯ऋなく、⼀のৼदીॎったケースऋ多かっ
たたी、活動ਯもな৯दした。 

月શदڬڭ月ऋলしているのは、ڵ月からڬڭ月にかけてৰしたオンブズঐン
アンケートदの対ૢにेるものदす。 

⼦どもとのৼはもちौん、ੇ ൦や関બਃ関とのഛႠな対ૢをੱऋけています。特に
学ૅとの৹ତ活動においては、⼦どもや保護者の話をୂいて学ૅにइたり、ਞちの
ষきୀいをඇीたりなど、ੰ ৠੁを⾒লすたीに౿を合ॎचてのやりりや৴൪・ਾઔ
をপજにしています。 

６ ⼦どもの⼈ਥオンブズঐンの月શ活動ਯ 

ڳ ⼦どもの⼈ਥオンブズঐンのৼ対ૢશ活動ਯ 

月 月ڰ 月ڱ ６月 月ڳ 月ڴ 月ڵ 10月 11月 12月 月ڭ 月ڮ 月گ 合ੑ

ਯ 6 25 14 20 10 17 58 24 22 16 13 7 232

ਗ਼話 ওール
ҹӡӐӢӁӢ
ӓӡӞӄҴ

 એ ਗ਼話 ওール ু
 ௰ਖ
 ・એ

ਗ਼話 ௰ਖ・એ

55 3 26 12 15 5 31 6 61 18
96 57 79

合ੑ

ৼ者षの活動ਯৼ対ૢਯ 関બਃ関との活動ਯ
ৼ者ܒオンブズঐン オンブズঐンܒৼ者 オンブズঐンܓ関બਃ関

232
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⋜．ઈ৷૾ய                               

 どもの⼈ਥオンブズঐンの活動について⼦（ڰ）
年 月 事 ඨ 

令和ڱ年 ڰ月 
 5 月 

６月 

 月ڳ

 月ڴ

 月ڵ

 月ڬڭ

 月ڭڭ

 月ڮڭ
令和６年 ڭ月 

月ڮ

月گ

・⼦どもオンブズঐンৢਦ発ষ（市⽴৵学ૅ⼀年⽣षଦഘ） 
・市ਾにて合オンブズঐンのງஂと২をఢੴ 
・⼦どもオンブズঐンৢਦ発ষ（市⽴৵・中学⽣षଦഘ） 
・スクールバディサএート会（第⼀中学ૅ） 
・第ڭスーঃーバイズଢ଼ఊ 
・ફदのఢੴ活動（第二中学ૅ） 
・都⽴国⽴ৈ等学ૅを௰ਖし、২をఢੴ 
・スクールバディサএート会（第二中学ૅ） 
・⼦どもオンブズঐンৢਦ発ষ（都⽴ৈૅ・எ⽴学ૅषଦഘ） 
・⼦ども୫ൡを௰ਖし、২をఢੴ 
・スクールバディサএート会（第三中学ૅ） 
・オンブズঐンレターのଦഘ（市⽴৵・中学⽣等षଦഘ） 
・1+. 学園ಈَेりाちカইख़ُにਸ（ਂ定） 
・第ڮスーঃーバイズଢ଼ఊ 
・合オンブズঐン令和ڰ年২年ઃਾઔછを市শ・議শに提ল 
・矢川উラスदのলৼを৫（月ڮ） 
・৵・中学⽣षଦഘさोているタブレットഈଜにৼইज़ームのہۇۊ

をブックঐークఃஈ 
・令和ڱ年国⽴市議会第گ定例会ਜધ教৩会にて年ઃਾઔછにे

り令和ڰ年২の活動ઍをਾઔ 
・૱市ऋଳ 
・第گスーঃーバイズଢ଼ఊ 
・َ くにたち⼦どもの⼈ਥオンブズঐンُについてのアンケートৰ 
・⺠⽣৩・ుญ৩協議会にてオンブズঐン活動のఢੴ 
・市ਾにて令和ڰ年২のઈ৷૾யをఢੴ 
・⼦どもオンブズঐンৢਦ発ষ（市⽴৵・中学⽣षଦഘ） 
・ుญைまつりにলன（⼦どものਥ利のཟ発）
・ॎくॎく྆ৰ（公⺠ை） 
・ા⽣活னにলன（オンブズঐン活動のఢੴ・ཟ発） 
・⼈ਥ月間イঋント（クイズラリー・'9' 上）৫ಈ（矢川উラス）
・第ڰスーঃーバイズଢ଼ఊ 
・⼦どもオンブズঐンৢਦ発ষ（市⽴৵・中学⽣षଦഘ） 
・َ 地্⾃と⼦どもੁُ৸国⾃৬シンএ४क़ムਸ（৵স੩市） 
・⼦どものৃ所を௰ਖし、২をఢੴ 
・⼦どもオンブズঐンৢਦ発ষ（市⽴中学ૅ෮業⽣षଦഘ） 
・第ڱスーঃーバイズଢ଼ఊ 
・⼦ども୫ൡ・⼦どものৃ所事業者にेる活動ਾઔ会にਸし、২

をఢੴ
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                               ⋜．ઈ৷૾ய

 ংॖ६ଢ଼ఊشঃش५ٳ
⼦どもの⼈ਥੋਃ関としての活動におけるケースਫ਼ୈについて、⼦どもの⼈ਥに

ついて௹富なੴ⾒のあるపから年ڱଢ଼ఊをਭけ、⼦どもの⼈ਥオンブズঐンの活
動に活かしました。 

ప؟
の

 村
िら

 ૱
たけ

 ఘ
し

  
東京৽ੋপ学現৻法学教౸（ষ法、⼦ども法）。ఉ護⼠・᭔協地ୠと⼦ども

法事ਜ所。日本दの⼦どものਥ利৺ಪၳを後して、⾃৬法ੁをৢじ

た⼦どものਥ利保のਖにり組ि。年、いじीপ事ଙの第三者৹ਪ

৩会दの活動ऋ多い。⼦どもいじीଆૃ学会の⽴ち上ऑにৡしている。日ఉ

৴⼦どものਥ利৩会ୌ事。東京都中ય⼦どもオンブズঐン。国৴ 1*2 ⼦ど

ものਥ利৺合ଢ଼所ౢ৻。൮⼦どもをྦୄからஹる会৶事。さいたま

ঘースサএートॿット৶事等。 
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⋜．ઈ৷૾ய                               

ॺভشঝংॹॕ१এشःगीଆૃઇউটॢছَ५ॡٳ     ُ
オンブズঐンऋ、市⽴中学ૅૅگのڭ年⽣けに、⼈ਥの௴ਡからいじीਖについての

をৰしました。 

 ફदभఢੴٳ
    ⼦どもたちに౿をಁइてもらうਃ会として、オンブズঐンऋ、国⽴第二中学ૅのફにਸ

して、⼦どもの⼈ਥオンブズঐン২についてງஂしました。 

  

28



                               ⋜．ઈ৷૾ய

 ుญைऽणॉٳ
    矢川উラスद৫ಈさोたَుญைまつりُにਸしました。 

ਊ日はブースをਝ઼して、యのऴचんに⾃分のきなऒとをછいてఽ૬にቦりહけてもら
うとともに、⼦どものਥ利に関するクイズに௦इてもらいました。 
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����ऎपञठযਥাٳ ॖঋথॺطनुभਥਹढथऩऀपء 
   クイズラリーをしなऋらَ ⼦どものਥ利 にُついて学वऺか、616 दのいじीを材とした

お൫の'9' 上のイঋントを、矢川উラスद৫ಈしました。ుからৈૅ⽣、প⼈もஅी
多くの্たちऋਸしてくोました。なお、イঋントをৰするにあたり、都⽴第五ૹ業ৈ
等学ૅとۀڽۃ学園ৈ等学ૅからથಂのランティアのाなさんऋ協ৡしてくोま
した。 
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 বয়ાেણனٳ
   ⾕保第公園と഼৵ール・৬育ைৢଡ଼द৫ಈさोたَ 国⽴市ા⽣活ன にُਸしまし

た。会ৃ৸৬दクイズラリーをৰしたऺか、合オンブズঐンの活動ງஂをষい、⼀般オン
ブズঐンと⼦どもの⼈ਥオンブズঐンのੳੴ২の上をりました。 

 ा॒ऩभৼٳ
    矢川উラスに⼦どもৼ৩ऋ月2 লいて、লৼをৰしました。 
    同じ૬間द⾃にૌओす⼦どもを⾒ஹり、ુ にฉलなऋら⼦どもとうちとけ、ਞೄにৼद

きるோ在となるेう、⼦どもにとってੱऋ੭らोるेうなଅယतくりにり組ाました。
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 ཟષٳ

   ٛリーইレット  ٜ

    

ٛカーॻٜ

   

ٛ5 ౦ঐーカーঌンٜ
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 ॺभৰشऎपञठनुभযਥड़থঈ६ঐথُपणःथभ॔থॣَٳ
    市⽴৵中学ૅの৵学ڱ年⽣と中学ڮ年⽣を対象に、くにたち⼦どもの⼈ਥオンブズঐンのఢ

ੴ২と⼦どものਔ⾒をཔし、০後の活動につなऑるऒとを৯として、َ ⼦どもオンブズঐ
ンُについてのアンケートをৰしました。 

    ৵・中合ॎचて、ઽ૨は٫ڭڵदした。जのうち、٫ڬڳ以上の⼦どもたちऋ⼦どもオン
ブズঐンをੴってくोていますऋ、もっとオンブズঐンをମにじてもらइるेうに、活動
ઍをおੴらचしなऋら、ৼしやすい୭तくりにけり組んदいきます。 

ସਖ � あなたは、০
㸬
、ฎんだりったりしているऒとはありますかء 

ฎाऋある⼈は、୦についてฎんदいますか。（いくつ৭んदもいいदす。）  

৵学⽣दは、ऒोまदَ௵だちُのฎाऋ⼀多いൊदしたऋ、০は中学⽣と同پ
じَਘُにฎんदいる⼦どもऋ多いऒとऋॎかりました。都दは、中学ਭୡ者
ਯऋ年رੜਸしているのद、जのऒとも୶しているのかもしोまचん。 
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ସਖڮ くにたち⼦どもの⼈ਥオンブズঐン（⼦どもオンブズঐン）をੴっていますかء 

৵学⽣のఢੴ২は૯यいदすऋ、中学⽣दはアンケートを৫した令和੪年২からپ
10٫ৈくなり、৺ 9 સくの⼦どもたちऋَੴっているُと௦してくोました。 

ସਖگ ⼦どもオンブズঐンは、⼦どもの⼈ਥをஹるたी、あなたの話をୂいて⼀คにઅइ
たり、あなたのਔ⾒をੇఔや⽣にइたり、ੰ ৠにけて⼀คにऋんयるऒとを
ੴっていますかء 

中学⽣दは、⼦どもオンブズঐンのఢੴ২にૻ例し、活動ઍについても令和੪年২پ
とૻຎすると 10٫ৈくなりました。ৼ者ಽは৵学⽣ऋ多いたी、৵学⽣けのアक़
トリーチ活動ऋ০後の課दす。 

ସਖڰ ⼦どもオンブズঐンऋ、ाなさんにଦっているカーॻをっていますかء 

。どもオンブズঐンषのৼ্法として⼀多いのऋਗ਼話（ইリーॲイখル）दす⼦پ
ઓい⽴ったৎにすएにৼदきるेうに、৴൪ऋછいてあるカーॻをু੪に઼いて
もらइるੵऋਏदす。 
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ସਖڱ ⼦どもオンブズঐンは、ইリーॲイখル（૮મ）दৼऋदきるऒとをੴっていま
すかء  

ସਖڲ ⼦どもオンブズঐンに、ুदৼदきるオンブズঐンレター（૮મ）をੴってい
ますかء 

 。ৼ্法दਗ਼話（ইリーॲイখル）にઃいद多いのऋ、オンブズঐンレターदすپ
オンブズঐンレターの利৷者の多くは৵学⽣दすのद、ઞ৷্法等についてઁい年ೡ
ಽषのఢੴもಲਢしていきます。 

ସਖڳ ⼦どもたちには、ِ ుญのਥ利に関する৺（⼦どものਥ利৺）ّ ऋあって、َ ⽣
きるਥ利َُ 育つਥ利َُ ஹらोるਥ利َُ ਸするਥ利ُऋ保さोているऒとを
ੴっていますか。پ৺とは、国と国とのあいだदとりかॎす৺൶ओとदす。 

どものਥ利৺は、すसての⼦どもたちऋ、০をౘचに⽣きるたीにっているਥ⼦پ
利と、जのਥ利をஹるたीにおとなऋやらなけोयならないऒとを定ीています。 
ସਖの 4 つのਥ利は、すसてのધにかかॎるপ事なਉಋदす。ऒोらのਥ利ऋஹら
ोるेう、০後もイঋント等をৢじ、ఢੴཟ発していきます。 
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ସਖڴ 令和ڰ年６月にَऒども੦本法ُという法ऋदきました。ऒの法は、すसての
⼦どもऋすऒやかにਛশするऒとऋदき、っているਥ利ऋஹらो、ౘचな⽣活ऋ
दきる社会にするऒとを৯に作らोました。ऒのऒとをੴっていますかء 

ऒども੦本法ُは、⼦どものਥ利৺ऋルーॶになっていますऋ、⼦どものਥ利َپ
৺にૻस、まだまだఢੴ২はৈくありまचん。 

ସਖڵ 国⽴市दはもうすए、ऒどもたちऋ⾃分らしく⽣きらोるまちを৯した、َ（ෘ）国⽴
市⼦ども੦本例ُऋदきます。 
 あなたにとって、⾃分らしくいらोるੱदきるৃ所やপજにઓうৃ所ऋあोय（ڭ）

છいてください。 

・ੇ、⾃分のો            ・学ૅ、教室 
・છை                ・公園 
・活、ಆい事をするৃ所        ・矢川উラス     ؼなど 

 、分らしくいらोるੱदきるৃ所として、ऒんなৃ所ऋあったらいいな⾃（ڮ）
とઓいつくৃ所ऋあोयછいてください。 

・௵だちと⼀คのৃ所         ・ऱとりのৃ所 
・ઁい公園              ・スএーॶをするৃ所 
・ाんなऋ൚౿になोるৃ所      ・学ಆスঌース   ؼなど 
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ସਖڬڭ শかったৗコটナक़イルスഉඪのたीの౦رなૠऋ、ेうやくੰさोてき 
ました。ૠऋなくなってेかったऒと、またはたいषんになったऒとऋあोयછ 
いてください。 

ْेかったऒとٓ
・ঐスクをつけなくてेくなった 
・ஔ୫のৎに話ऋदきるेうになった 
・ઈ動会・৬育ມなど学ૅষ事ऋदきるेうになった 
・ाんなのੲऋଐく⾒इるेうになった        ؼなど 

ْপになったऒとٓ 
・ঐスクをしていないとちାかない 
・⼈ऋ多くてහする 
・ਞऋゆるんदまたষしないかੱଦ          ؼなど 

ऒのऺかَオンブズঐンにइたいऒとُとして⾃記ჷをਝけました。 
オンブズঐンषのૢ援やَったৎにはৼしたいُなど、りにしてくोているওッセー
४のऺかに、⾃分のऒと、ੇఔのऒと、௵達のऒとなどदっている、ฎんदいるというও
ッセー४に対しては、ুद৴൪したり、ઉம会って話をୂいたり、学ૅにનੳしたりしま
した。 
⼦どもオンブズঐンは、ୄにૢइらोるेうに⼦どもたちのଢをലいていきます。 

ʻׅのアンǱーȈưƸŴž࣎ܤưƖǔئſǛݮƶǔႸƕƋǓǇƠƨŵٶƘの

ǈƳƞǜƴᐯЎƳǓの࣎ܤưƖǔئƕƋǔこƱƕЎかƬƯ࣎ܤƠǇƠƨŵ 

一૾ưŴž᩺かƳئſŴžƻƱǓƴƳǕǔئſƱƍƬƨׅሉもႸƴƭƖǇƠƨŵ

ǳȭȊのཞඞƕᓳƪბƍƯƖƯŴʻ年度ƸఄܖưǈǜƳƱ一ደƴưƖǔこƱƕٶ

ƘƳǓǇƠƨŵƦのこƱưŴƳǜƱƳƘǯȩスƕᬳŷƠƘƳƬƯ၅ǕƨǓŴӷኢ

ဃƱの᧙̞ƴपǜƩǓƢǔこƱƕفƑƨこƱƕྸဌƳのかƱᎋƑǇƠƨŵ 

ƦƠƯŴもƠかƠƨらǈƳƞǜƸŴᐯЎᐯ៲ƕ၅ǕƨǓƬƨ

ǓƠƯƍǔこƱƴൢƕƭƍƯƍƳƍかもƠǕǇƤǜŵ 

ž၅ǕƨſƱかž٭ٻƩſƱज़ơƯƍƳƘƯもŴƍƭもƱ˴か

ƕᢌƏƱज़ơƨǓŴൢ ƴƳǔこƱƕƋƬƨǓƠƨƱƖƸŴƦのこ

ƱǛƦのǇǇƴƠƳƍưŴԗǓのٻ人ƴᛅǛƠƯǈǇƠǐƏŵ 

片山
かたやま

弘道
ऱौाち

オンブズマン 
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⋜．ઈ৷૾ய                               

 كൕൗقਃঢ়भষٳ
౿ऋ⾒इ、ੱしてৼदきるेうに、オンブズঐンや事ਜଂのງஂ、オンブズঐンコラム

や活動の⼦などをൕൗしたਃ関を発ষしました。ਃ関はームঌー४दも⾒るऒとऋद
きます。 

                ٛ⼦どもオンブズঐンのງஂ  ٜ
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                               ⋜．ઈ৷૾ய

ٛ⼈ਥイঋント・オンブズঐンレターのງஂ  ٜ
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⋜．ઈ৷૾ய                               

ٛアンケート結ટ（৵学⽣）  ٜ
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Ⅲ．事例紹介 
 

1．一般オンブズマン 
2．子どもの人権オンブズマン 
※各事例ともプライバシー保護のため、表現は一部変更しています。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ⅲ．事例紹介                               
 ಹड़থঈ६ঐথ．ڭ

ౙੲணয়थभະ຺पปढञ事例 
事例⋇ ⾃ಆ室の利৷について 
ْண⽴てઍٓ 

北市⺠উラ२の⾃ಆ室の利৷をணしんだとऒौ、ઞ৷दきるスঌースऋあ
ったにもかかॎらङ、َ ऒऒは学⽣௧৷दあり、学⽣दない⼈（ண⽴⼈）はઞ৷
दきないُとして、利৷をらोた。 

ૌுに利৷したときはजのेうな話はなく、ਊ日も学⽣दはない⼈ऋ利৷し
ていた。⾃ಆ室の利৷をബさोた৶は୦か（૿ਊ者のହ明दあるَ学⽣௧
৷ُはਫしいのか）を明らかにしてऺしい。また、ෘに⾃ಆ室ऋَ学⽣௧৷ُ
दあるならय、जの຺ऋ分かるेうに明記すसきदある。 

ْ対象ਃ関ٓ ⽣活୭まちのஷ௪課 

ْオンブズঐンの⾒ੰٓ 
利৷をബした৶について（ڭ）

ண⽴⼈の利৷をബした৶は、北市⺠উラ२の૿ਊ者ऋ、ண⽴⼈ऋ୦らか
のトラブルをକऒす૭ચਙऋあるとෙੳしたからदあり、提となる事ৰのੳ
をஅीてजの対ૢऋਂిજदあるとॎकるを੭まचん。 
以ৣ、ถをसます。 

 ア まङ、ਊჾ⾃ಆ室は学⽣௧৷दも学⽣રदもなく、जのਔद૿ਊ者ऋண
⽴⼈にষったହ明ઍはਫનなものदないऒとになります。したऋって、ண⽴
⼈はਫਊな৶なく⾃ಆ室の利৷をബさोたऒとになります。 

 イ ண⽴⼈には利৷をബさोるेうな৶ऋோ在しまचん。 
   ෘに、⾃ಆ室ऋ学⽣௧৷・学⽣રदなかったとしても、ண⽴⼈ऋ利৷にあ

たっての⼀般な注ਔ事ඨ等にખするৃ合には、利৷のணしाをബする
ऒとは୦らਂਊなऒとदはありまचん。 

   しかし、本੯においてண⽴⼈ऋ⼀般な注ਔ事ඨにୀખしたेうな事ৰは
ੳीらोまचんし、また、૫のちाやചৡষನをষった等の事ੲもੳ
ीらोまचん。ૌுにਖなく利৷दきていたऒとからしても、上記のेうな
事ੲऋକきる৬な૭ચਙもோ在しなかったものとઅइらोます。 

जして、スঌースにもண⽴⼈の利৷ऋ૭ચな૾யにありました。 
 क़ 以上からすると、ண⽴⼈の利৷ணしाをਫਊな৶なくബしたものद、

जの対ૢはਂిજदあるとઅइらोます。ऒのऒとは市もੳीていますのद、
০後は、ਫਊな৶なく利৷ணしाをബするऒとのないेう、利৷੦の
ఢੴやুਢのତをষっていくऒとऋीらोます。 
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                               Ⅲ．事例紹介

   なお、本੯द北市⺠উラ२の૿ਊ者から、⾃ಆ室の利৷をബした৶とし
てトラブルऋକきるਂからってしまった຺の話ऋありました。೬日は
ଵ৶ਭ者ऋਊჾਝのଵ৶を૿ਊしていて、ਂଟ者等のൾまदはीら
ोてはいないとのऒとदすऋ、ଵ৶者として対૪ऋीらोるৃએは୳定さ
ोます。जのたी、業ਜຄষにあたってトラブルೂを第⼀ଝにおいてしまう
૿ਊ者のਞちは৶ੰदきないものदはありまचん。ਝ利৷に関してৢଞ
୳定さोるトラブルや発に⽣じ੭るトラブルषの対૪に、૿ਊ৩ऋਂ
をಁइるेうな૾யはましくないऒとはਊேद、市にはऒのਡに関する
対૪をਫ਼ୈしてऺしいとઓいます。本੯に関しては、৩のਜষのੱ
৸のન保ऋ、公な市⺠サービスৰ現のたीにਏなਏಞदあったとઅइら
ोます。 

 利৷対象者の明ંについて（ڮ）
ண⽴⼈からは、⾃ಆ室ऋ学⽣௧৷दあोय、ൕં等दजの຺のఢੴをしてऺ

しいとのண⽴てऋなさोています。⾃ಆ室のઈ৷૾யを৹ਪしたとऒौ、⾃ಆ
室の利৷対象者に関するൕં等はோ在しないのद、利৷対象者を定するৃ合
には、利৷をൌする者ऋੳदきるेうजの຺のఢੴऋਏदあるとઅइま
す。 

もっとも、৹ਪৎਡにおいて利৷対象者を定するඞいにはなっていないの
द、ఢੴはਏदはありまचん。ෘに০後利৷対象者を定するඞいとするに
あたっては、जの຺をൕંजのの্法दఢੴすसきものとઅइます。 

 जの（گ）
   ண⽴⼈のண⽴のະ຺にはઉம関બするものदはありまचんऋ、⾃ಆ室の利

৷のুਢに関して০後トラブルऋ⽣じないेうに、本৹ਪにおいてਞになっ
た以ৣのਡについてしておきます。 

   ৹ਪৎਡにおいては、⾃ಆ室の利৷ൌ者ऋ多ਯदスঌースऋਂଌする૾
யとはなっていまचん。০後、利৷ൌ者ऋੜਸしたৃ合に、どのेうなद
ર༄をৠीるのか、事にન定しておくऒとलजのઍऋ利৷者に分かる
ेうにൕંजののুद公しておくऒとऋましいとઅइます。 
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Ⅲ．事例紹介                               
 ಹड़থঈ६ঐথ．ڭ

भਜपਂऋऩऊढञ事例 
事例⋈ 保育園のো所について 
ْண⽴てઍٓ 

द同じ保育園षのো園をൌしているऋ、現૾શرの保育園にো園して
いる。同園にো園दきなかった৶について、ेり明નかつ৬なੲਾの提
ંをൌする。 

また、ো園ৼをした૿ਊ৩から、ல事୮షすोय同園にো園दきるかの
ेうなෙੰをまねくହ明ऋあった。 

ْ対象ਃ関ٓ ⼦どもੇ൦保育ు教育ਤ課 

ْオンブズঐンの⾒ੰٓ 
 ৭અについて（ڭ）

৹ਪの結ટ、ண⽴⼈のௌ明છऋ日まदに提লさोていなかったऒとऋ
ਖ਼明しました。 

   利৷ൌ者ऋ定৩をதૌするৃ合には、⼀定のルールのもとद৭અをষॎ
कるを੭まचんऋ、ண⽴⼈୧のૡ園ൌについては、ਏછథのഁજ日をਝけ
たうइद提লさोたৱમ等をもとにলさोたএイントのৈदো園の૭౯
をৠ定するという事に公さोているルールにのっとり৭અऋষॎोたऒ
とऋનੳदきました。 

   なお、ਏછథの提লऋഁજ日に間に合ॎないৃ合、શに事੧にૢじて
ੋするऒとを૿ਊ課ऋষうऒとはᠢਔなઈ৷となる૫ऋあり、公ਙ、中
⽴ਙの௴ਡからਖऋあります。ৱમऋഁજ日まदに提লさोなかったऒと
をもってএイントをન定し、जの結ટ同じ保育園にૡ園दきなかったऒとは
やिを੭なかったものदあり、市の対ૢにち২はなかったものとઅइます。

 ਯਝ定について（ڮ）
もっとも、ண⽴⼈ऋするとおり、未学ుऋളਯ名いる਼ఝについて、

ৢ園の保育園ऋશとなるऒとにेる保護者のଛಶや等のர૿や、
ଛಶৎ間ऋশৎ間৲するऒと等にेる⼦どもの৸やੱମの৸な発達にଖ
इる୶のതोも⾒ૌओचないとऒौदす。 

   現૾दも未学ుऋളਯ名いる਼ఝについて、এイントの定においてਸ
ਡ事としていますऋ、০、ৱમ提লのोऋなかったとしても、同⼀の保
育園にৢ園するऒとऋઉちにはदきないএイントਯとなります。 
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年২のਯはرなੇ൦૾யやീرの社会の૾யを౷まइてৠ定さोて
いるものとઅइらोますऋ、ളਯの⼦どもをつ⼦育てੇ൦において、⼦ども
も保護者もੱして⽣活するऒとऋदき、⼦育てをૢ援さोているとのৰऋ
てるेう、ਯਝ定にも⼀ಽのੵをୄします。 

なお、ண⽴⼈は、ௌৎ間दএイントषのਸਡऋ౮なるऒとに関して、ਫ社
৩かঃートかのୀいをతしていますऋ、現૾ਫ社৩दはなくともইルタイム
にいௌৎ間となるऒともあり、ਫ社৩かঃートかというௌଙदはな
く、ௌৎ間を੦としてਖ਼定するऒとは合৶とઅइらोます。もっとも、
⼀般にはইルタイムはਫ社৩、ঃートௌ௮者はらोたৎ間दのඐਜとなる
ものとઓॎोます。また、多⼦਼ఝになोय⼦どもऋ⼀定ங২ਛশするまदの
間、保護者のௌৎ間はらोるऒとになりऋちदあり、जのऒとも౷まइた
ਯਝੑऋまोます。 

 ਊ課の対ૢについて૿（گ）
ো園ணしाৎのହ明について、ถな記ஈはଋっていないものの、市のହ

明にਂ合৶なとऒौはなく、ো園の૭౯について૬きਯをதૌするൌऋあ
ったৃ合には、ਯをもとに৭અのૌஙऋোるऒとから、ൌする保育園のো
園ऋનৰदあるとษઠ૿ਊ者はହ明し੭ないऒとはᆾदきます。 

   もっとも、保育園にো園दきるか౯か、また、どの保育園にো園दきるか
は、保護者や⼦どもの০後の⽣活ਝੑにপきな୶をଖइるものदあり、保護
者のপな関ੱ事となります。ॎऋ⼦ऋো園दきるのदはないかとのୄを
ৈくつ保護者に対して、ഛႠに২のல組ाをइ、ো園નৰदあるとのෙ
ੳを್かचないेうなହ明対ૢをするेう、૿ਊ課においてीてජೲする
ऒとをਏします。 

 結（ڰ）
以上の৹ਪ結ટから、本ண⽴てについて、૿ ਊ課の対ૢにਂはなかったも

のとઅइますऋ、ਯの⾒ઉしやෙੰをଖइないହ明対ૢ等、ਬきਢき૿ਊ課
においてిજなਫ਼ୈ、対ૢをとるऒとをਏし、本৹ਪをીइます。 
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Ⅲ．事例紹介                               

 नुभযਥड़থঈ६ঐথ．ڮ

事例⋇
ৼ者 本⼈からオンブズঐンレターऋඍく ⼦どもの所ര ৵学⽣ 
ৼのなઍ ೯とථらしたい 
ْৼઍٓ 
 ಟからेくらोる。શしている೯とථらしたいऋ、ல事の都合もあるし、ഊೆ
をかけたくない。どうしたらいいのかॎからない。 

ْ⼦どもオンブズঐンの対ૢٓ 
 オンブズঐンからのନਦは、૿ ભの⽣からをൌしていたたी、学ૅषନ事をଛった
とऒौ、એにつなऋった。オンブズঐンと⼦どもৼ৩द学ૅを௰ਖし、ਞちにఞり
いഛႠに話をୂいた。એ後َいたいऒとऋइた。ُ と૿ભの⽣にਞちを話し
てくोたेうदある。 

जの後、しयらく૿ભの⽣をৢじて学ૅの⼦を⾒ஹっていたऋ、ちାいた⼦द
あったのद、૿ભの⽣に୦かあोयいつदも৴൪してऺしいऒとをइた。 

事例⋈
ৼ者 本⼈からオンブズঐンレターऋඍく ⼦どもの所ര ৵学⽣ 
ৼのなઍ ઐ௵関બのഝგा 
ْৼઍٓ 
 クラスの௵だちから⼀คに学ญにষऒうとාॎोたऋ、⾃分ऋいつも⼀คに学ญにষっ
ている௵だちとは⼀คにষきたくないとॎोた。⾃分はどちらとも⼀คにষきたいऋ、
どうしたらいいのかॎからない。ාってきた௵だちऋどうして⾃分の௵だちをうのかも
分からない。 

ْ⼦どもオンブズঐンの対ૢٓ 
 ନ事は⾃୧፝てにഖଛしてऺしいとあった。 

௵だち୳いのৼ者のਞちにఞりい、ৼ者のਞちऋしदもೄくなるेうに、
どうしたらいいのかオンブズঐンも⼀คにઅइるऒとと、もし学ญの⽣等にৼするৃ
合、ਏदあोयオンブズঐンも⼀คについていけるऒとをછき、୯ਸのオンブズঐンレ
ターを同ຆしഖଛした。 
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事例⋉ 

ৼ者 本⼈からオンブズঐンレターऋඍく ⼦どもの所ര ৵学⽣ 

ৼのなઍ พいとऒौऋऒॎい 
ْৼઍٓ 
 พいとऒौऋऒॎく、ፓჁऋいるとઓってしまう。どうしたらいいか。 

ْ⼦どもオンブズঐンの対ૢٓ 
 ନਦは、૿ભの⽣にநしてऺしいとあった。 

オンブズঐンेり、⼈間はพいとऒौऋऒॎい⽣きदおとなदもऒॎいऒと、ऒॎい
とઓうऒとはदはないऒと、オンブズঐンも৵さいৎはพᆥに୦ऋいるかॎからङ、ཋ
かったऒとをइるとともに、オンブズঐンऋにしていた対ੁ্法をછいてଛっ
た。 

事例⋊ 
ৼ者 本⼈からオンブズঐンレターऋඍく ⼦どもの所ര ৵学⽣ 
ৼのなઍ クラスの੬⼦とけんかになる 
ْৼઍٓ 
 ਈくのఆの੬⼦とけんかになってしまうऒとऋ多く、学ૅにষくのऋになってし
まった。ऒोはいじीだौうか。 

ْ⼦どもオンブズঐンの対ૢٓ 
 オンブズঐンからのନਦは、ൌのあったుญைदਭけநした。 

オンブズঐンから、َ いやだなऀとઓうऒとをॎोたり、さोたりしたらजोはَい
じीُになるऒと。なऒとをさोたときにいନすのは間ୀったऒとदはないし、い
たいऒとをきちんというのはਊேのऒと。⼀পજなのは、ੱして学ૅ⽣活をଛोるऒ
となのद、जのたीにオンブズঐンはৼ者のડからदきるऒとを⼀คにઅइる。ُ とい
うऒとをନਦした。 

जのନਦのਭけநしの、⼦どもৼ৩ऋৼ者からถしい話をୂくऒとऋदきた。⼦
どもৼ৩は、ৎീସਖをはさाなऋらൊലし、ସਖのあったいじीカーॻはいじीかど
うかをਖ਼するたीのものदはなく、⾃分のਞちをੴってもらうカーॻとしてઞ৷して
はどうかとइるとともに、⽣にいにくけोयオンブズঐンऋૢ援にいくのद৴൪し
てऺしいとइた。 

ৼ者は、َ 話してすっきりした。また୦かあोय৴൪する。ُ と話してくोた。 
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Ⅲ．事例紹介                               

事例⋋ 
ৼ者 ওール ⼦どもの所ര 中学⽣ 
ৼのなઍ ⽣にॎोているेうなଙ২をとらोるऒとऋฎा 
ْৼઍٓ 
 ⽣にあからさまにॎोているेうなଙ২をとらोംつく。 

ْ⼦どもオンブズঐンの対ૢٓ 
 オンブズঐンからৼ者षওールをଛった。 
 ਞちにఞりい、ৼ者のਞちをૢ援していきたいऒと。जうするたीに、০後ど
うしていきたいかをৼしたいのद、ৼ者にとって⼀ৼしやすい৴൪্法をいくつ
か提ંしてନਦをୄったऋ、ନਦはなかった。 
 जの後、ीて現૾をቯうওールをଛり、もしまだ学ૅにষくのऋしんどい૾யऋつत
いているेうなら、ইリーॲイখルかওールद৴൪してऺしいऒとをइた。 

事例⋌ 
ৼ者 保護者からਗ਼話 ⼦どもの所ര 中学⽣ 
ৼのなઍ ମにಁइのない⌞をたてらोた 
ْৼઍٓ 
 ⼦どもの௵⼈からମにಁइのないቨोをାचらो、जのऒとऋ⌞になって学ૅにষく
のऋऒॎくなってしまった。 

ْ⼦どもオンブズঐンの対ૢٓ 
 ⼦どもৼ৩ऋਗ਼話をਭけ、後日オンブズঐンと保護者ऋએした。 

ৼ者はすदに学ૅにもৼしているऋ学ૅの対ૢにವ੭ऋいかङ、ৼに来らोた。
 ⼦どもऋ୦をんदいるのか、どんなਞちदいるのか等をସਖしたとऒौ、⼦どもは
関બ者षのපをीているとのऒとだったऋ、ಬ⼈しやපदはなく、学ૅડに⼦ど
もऋ学ૅにষきやすくなるेうにクラス৸৬にしてもらう্दઅइてはどうか、ま
た、૿ ભに⼦どもの学ૅदの⼦をགね、学ૅदକきたऒとはੇदもཔしੲਾુથして
いくのऋいいのदはないかといったஃをষった。ৼ者はใに支援ਃ関をੴってお
り、ਏにૢじてৼदきる૾யだったのद、जの後の⼦を⾒ஹるऒととし、もし০後
ਂఃૅになったり、いじीऋப৲するेうなら教育৩会षの৴൪等についてもਏだと
इた。 

  

48



                               Ⅲ．事例紹介

事例⋍ 
ৼ者 ाんなのৼ ⼦どもの所ര ৵学⽣ 
ৼのなઍ ಟにइらोङᄧしい 
ْৼઍٓ 
 ಟはல事やの਼話द႞しく、इるऒとऋदきङᄧしい。⾃分なんていなくても
いいとઓってしまう。 

ْ⼦どもオンブズঐンの対ૢٓ 
 ाんなのৼद⼦どもৼ৩にৼしてくोた。 
 いौいौなਞちのછかोた本दਞちをୂきり、ഛႠに話をୂいた。जの後もಲ
ਢにએをਢけ、⼀คに।ームをしたりリラックスした࿇೧ਞの中、ੱ のᑔをဇきだच
るৃとなるेうൊലした。しयらくして、ਞちऋちାいてきたのद、০後またਞち
ऋౙしくなったৎのৼ্法を⼀คにઅइ、ു 護教ྺをৢじてオンブズঐンに৴൪しても
らうऒとになった。 

事例⋎ 
ৼ者 ाんなのৼ ⼦どもの所ര ৵学⽣ 
ৼのなઍ ௵だちにপଢदபઠをॎोたり、ചৡをஷるॎोたりする 
ْৼઍٓ 
 ਈまदൎのଐかった௵だちだऋ、にଙ২ऋॎり、পଢदபઠをいったりৎرചৡ
をஷるॎोたりする。なछजうなったのか৶ऋॎからない。 

ْ⼦どもオンブズঐンの対ૢٓ 
 ちॆうどオンブズঐンऋाんなのৼに௰ਖしているৎにৼをਭけた。 
 ৼ者はなऒとをॎोてもいନすऒとऋदきङ、⼀⼈द್इाฎんदいた。ৼ
者は⽣にはৼしたくないというऒとだったのद、オンブズঐンは話をୂくだけदも
পຣだし、ৼ者のਞちを௵だちや⽣に৻ॎりにइたり、もしઉம௵だちや⽣
と話すਞちになったら、オンブズঐンऋजयद⾒ஹって話のきっかけをサএートするऒ
ともदきるなど、ৼ者ऋੱして⽣活दきるेうにおুいするऒとをइた。 
 जの後しयらく⾒ஹりをਢけ、もしまたオンブズঐンか⼦どもৼ৩と話ऋしたくなっ
たら、都合のいいৃ所に௰ਖするऒともदきるऒとをুदइた。 

 。जの、ઃのेうなৼऋありましたٶ
・学ૅ⽣活        ・⼦関બ   ・ਘのฎा 
・クラスऋちାかない  ・ੱମのฎा  ・ฎाऋ多すぎる  ・・・など 
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国立市総合オンブズマン᮲ۑ

平成��年��月８日条例第��号 

➨㸯❶ 総則

（目的及びタ置） 

➨㸯᮲ 市民等の市ᨻに関する苦情等を公正かつ୰立的な立場で⡆᫆迅速に処理し、㠀㐪の是正等を勧告し、及

び制度の改善を求めるための意見を表明することにより、市民等のᶒ利利┈の᧦護を図り、もって㛤かれた市

ᨻの୍ᒙの᥎㐍及び市ᨻに対する市民等の信頼の確保を図り、୪びにᏊもからの相談に丁ᑀに対応するこ

とができるయ制をᩚഛすることにより、Ꮚもを人ᶒᐖからᩆ῭し、及びᏊもの相談する力ࡸ自らၥ㢟解

決に⮫ࡴ力の⫱成を図り、もってᏊも୍人୍人の人ᶒを尊重し、及びᏊもの人ᶒ意㆑を⫱ࡴため、国立市

総合オンブズマン（以下「総合オンブズマン」という。）を置ࡃ。 

（国立市総合オンブズマン） 

➨㸰᮲ 総合オンブズマンは、第４❶につ定する国立市୍⯡オンブズマン（以下「୍⯡オンブズマン」という。）

の⫋ົ及び第５❶につ定する国立市Ꮚもの人ᶒオンブズマン（以下「Ꮚも人ᶒオンブズマン」という。）

の⫋ົを行う。 

（定義） 

➨㸱᮲ この条例に࠾いて、次の各号にᥖげる用ㄒの意義は、当該各号に定めるとこࢁによる。 

�１� 市のᶵ関 市長、ᩍ⫱ጤဨ、㑅ᣲ⟶理ጤဨ、┘査ጤဨ、㎰業ጤဨ及びᅛ定㈨⏘ホ౯ᑂ査ጤဨを

いう。 

�２� 民間福祉事業者 ୍⯡オンブズマンの調査等に協力することをᢎし、市と協定を締結した福祉サー

ビスを提供する民間事業者をいう。 

�３� 市のᶵ関等 市のᶵ関及び民間福祉事業者をいう。 

�４� Ꮚも ��ṓᮍ‶のての者をいう。 

➨㸰❶ ㈐ົ

（総合オンブズマンの㈐ົ） 

➨㸲᮲ 総合オンブズマンは、この条例の目的を㐩成するため、公平かつ適切にࡑの⫋ົを㐙行しなければなら

ない。 

２ 総合オンブズマンは、ࡑの⫋ົの㐙行に当たっては、関係ᶵ関等との㐃ᦠを図り、相互の⫋ົのな㐙行

に努めなければならない。 

３ 総合オンブズマンは、ࡑの地をᨻඪ又はᨻ目的のために利用してはならない。 

（総合オンブズマンの⛎ᐦをᏲる義ົ） 

➨㸳᮲ 総合オンブズマンは、⫋ົ上▱りᚓた⛎ᐦを₃らしてはならない。ࡑの⫋を㏥いたᚋも、ྠᵝとする。

（市のᶵ関の㈐ົ） 

➨㸴᮲ 市のᶵ関は、総合オンブズマンの⫋ົの㐙行に関し、ࡑの⊂立ᛶを尊重し、✚ᴟ的に協力しなければな

らない。 

２ 市のᶵ関は、総合オンブズマンから第��条第１項（第��条に࠾いて‽用する場合をྵࡴ。）のつ定による勧

告又は第��条第２項（第��条に࠾いて‽用する場合をྵࡴ。）のつ定による意見表明をཷけたときは、これを

尊重し、誠実かつ適切に対応しなければならない。 

（市民等の㈐ົ） 

➨㸵᮲ 市民ࡑの総合オンブズマンの制度を利用する者は、条例の目的を㐩成するため、制度の適正かつ

な㐠Ⴀに協力するものとする。 

（民間福祉事業者の㈐ົ） 

➨㸶᮲ 民間福祉事業者は、୍⯡オンブズマンから、第��条第１項のつ定による勧告又はྠ条第２項のつ定によ

る意見表明をཷけたときは、これを尊重し、誠実かつ適切な対応に努めるものとする。 

➨㸱❶ 国立市総合オンブズマンࡢ⤌⧊等

（総合オンブズマンの⤌⧊等） 

➨㸷᮲ 総合オンブズマンの定ᩘは、２人とする。 
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２ 総合オンブズマンは、人᱁が㧗₩で♫的信ᮃがཌࡃ、行ᨻ及びᏊもの人ᶒၥ㢟に関しඃれた㆑見を有す

る者のうࡕから、市長が市議のྠ意をᚓてጤკする。 

３ 総合オンブズマンの௵ᮇは３年とし、１ᮇに㝈り௵することができる。 

４ 総合オンブズマンは、別に定めるとこࢁにより、相当㢠の報㓘をཷける。 

５ 総合オンブズマンは、ࡑれࡒれ⊂立してࡑの⫋ົを行う。たࡔし、第��条第１項又は第��条のつ定による公

表、第��条のつ定による㐠用≧ἣの報告ࡑの重要事項に関する決定については、合議により行うものとする。

（代表オンブズマン） 

➨㸯㸮᮲ 総合オンブズマンのう１ࡕ人を代表オンブズマンとし、総合オンブズマンの互㑅によってこれを定め

る。 

２ 代表オンブズマンは、総合オンブズマンに関する事ົを総ᣓする。 

３ 代表オンブズマンに事ᨾが࠶るとき、又は代表オンブズマンがḞけたときは、代表オンブズマン以እの総合

オンブズマンがࡑの⫋ົを代理する。 

（ව⫋等の⚗Ṇ） 

➨㸯㸯᮲ 総合オンブズマンは、⾗議㝔議ဨⱝしࡃはཧ議㝔議ဨ、地᪉公ඹᅋయの議の議ဨⱝしࡃは長又はᨻ

ඪࡑののᨻᅋయのᙺဨをවࡡることができない。 

２ 総合オンブズマンは、市の行ᨻጤဨጤဨ又は┘査ጤဨをවࡡることができない。 

３ 総合オンブズマンは、市と利ᐖ関係を有する業ࡑののᅋయのᙺဨをවࡡることができない。 

（解კ） 

➨㸯㸰᮲ 総合オンブズマンは、次の各号のいずれかに該当する場合を㝖き、ࡑの意にして解კࡉれることが

ない。 

�１� ᚰ㌟のᨾ㞀のため⫋ົの㐙行にሓ࠼ないと認められるとき。 

�２� ⫋ົ上の義ົ㐪ࡑの総合オンブズマンとしてࢃࡉࡩしࡃない行Ⅽが࠶ると認められるとき。 

２ 市長は、前項各号のいずれかに該当することを理⏤として、総合オンブズマンをࡑの意にして解კしよう

とするときは、市議のྠ意をᚓなければならない。 

➨㸲❶ 国立市୍⯡オンブズマン

（所ᤸ事項） 

➨㸯㸱᮲ ୍⯡オンブズマンの所ᤸ事項は、市のᶵ関の業ົ及び当該業ົに関する⫋ဨの行Ⅽ୪びに民間福祉事

業者が行う福祉サービスに係る業ົ（以下「市の業ົ等」という。）に関する事項とする。 

２ 前項のつ定にかかࢃらず、次にᥖげる事項については、୍⯡オンブズマンの所ᤸ事項としない。 

�１� ุ決、決等により確定したᶒ利関係に関する事項 

�２� ุ決、決等を求め現に係த୰の事項 

�３� ┘査ጤဨがㄳ求に基づき現に┘査を実している事項 

�４� ἲ௧又は条例のつ定による᭹申立てᶵ関等の業ົに関する事項 

�５� ⫋ဨの自己のົ内容に関する事項 

�６� この条例に基づき᪤に処理が⤊している事項 

�７� 総合オンブズマンの行Ⅽに関する事項 

（⫋ົ） 

➨㸯㸲᮲ ୍⯡オンブズマンの⫋ົは、次のと࠾りとする。 

�１� 市の業ົ等に関し市民等から申立ての࠶った苦情を調査し、迅速にこれを処理すること。 

�２� 自己の発意に基づき、市の業ົ等に係る事案を取り上げて調査すること。 

�３� 市の業ົ等を┘どし、㠀㐪の是正等の措置を講ずるよう勧告すること。 

�４� 市の業ົ等に࠾ける制度の改善を求める意見を表明すること。 

�５� 第３号のつ定による勧告及び前号のつ定による意見表明の内容を公表すること。 

（苦情の申立て） 

➨㸯㸳᮲ ఱ人も、୍⯡オンブズマンに対し、市の業ົ等について苦情を申し立てることができる。 

（苦情申立てのᡭ⥆） 

➨㸯㸴᮲ 前条のつ定による苦情の申立て（以下「苦情申立て」という。）は、次にᥖげる事項をグ㍕した書面

で行ࢃなければならない。たࡔし、୍ ⯡オンブズマンが書面によることができない特別の理⏤が࠶ると認める
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ときは、この㝈りでない。 

�１� 苦情を申し立てようとする者のẶ名及びఫ所（ἲ人ࡑののᅋయに࠶っては、名称、事ົ所又は事業所

の所在地及び代表者のẶ名） 

�２� 苦情申立ての趣旨及び理⏤୪びに苦情申立てのཎᅉとなった事実の࠶った年月日 

�３� 前２号にᥖげるもののか、つ則で定める事項 

２ 苦情申立ては、代理人によって行うことができる。 

３ 苦情申立ては、当該苦情申立てに係る事実の࠶った日の⩣日から㉳⟬して１年以内に行ࢃなければならない。

たࡔし、୍⯡オンブズマンが正当な理⏤が࠶ると認めるときは、この㝈りでない。 

（苦情申立てに基づࡃ調査） 

➨㸯㸵᮲ ୍⯡オンブズマンは、苦情申立てをཷけたときは、調査を行うものとする。たࡔし、次の各号のいず

れかに該当する場合は、調査を行ࢃない。 

�１� 苦情申立ての内容が第��条につ定する所ᤸ事項に該当しないとき。 

�２� 苦情申立てを行った者（以下この❶に࠾いて「申立人」という。）が、当該苦情申立てに係る市の業ົ

等について自己の利ᐖを有しないとき。 

�３� 前２号にᥖげる場合のか、調査することが適当でないと୍⯡オンブズマンが認めるとき。 

２ ୍⯡オンブズマンは、前項たࡔし書のつ定により調査を行ࢃない場合は、ࡑの旨を、理⏤をして、申立人

に対し速ࡸかに通▱しなければならない。 

（発意に基づࡃ調査） 

➨㸯㸶᮲ ୍⯡オンブズマンは、自己の発意に基づき取り上げた市の業ົ等に係る事案について調査を行うこと

ができる。 

２ ୍⯡オンブズマンは、前項の調査を行うときは、関係する市のᶵ関等に対し、ࡑの旨を通▱するものとする。 

（調査の୰Ṇ等） 

➨㸯㸷᮲ ୍⯡オンブズマンは、前２条のつ定による調査（以下この❶に࠾いて༢に「調査」という。）を㛤ጞ

したᚋに࠾いても、ࡑの必要がないと認めるときは、当該調査を୰Ṇし、又はᡴࡕ切ることができる。 

２ ୍⯡オンブズマンは、前項のつ定により調査を୰Ṇし、又はᡴࡕ切ったときは、ࡑの旨を、理⏤をして、

次の各号にᥖげる調査の༊分に応じ、当該各号にᥖげる者に対し速ࡸかに通▱しなければならない。 

�１� 苦情申立てに基づࡃ調査 申立人及び関係する市のᶵ関等 

�２� 自己の発意に基づࡃ調査 関係する市のᶵ関等 

（調査の᪉ἲ） 

➨㸰㸮᮲ ୍⯡オンブズマンは、調査のため必要が࠶ると認めるときは、市のᶵ関等に対しㄝ明を求め、ࡑの保

有するᖒ⡙、書類ࡑののグ㘓を㜀ぴし、ⱝしࡃはࡑの提出を要求し、又は実地に調査をすることができる。

２ ୍⯡オンブズマンは、調査のため必要が࠶ると認めるときは、関係人又は関係ᶵ関、国、都㐨ᗓ┴ⱝしࡃは

の市༊⏫ᮧのᶵ関に対し㉁ၥし、事情を⫈き取り、又は実地に調査をすることについて協力を求めることが

できる。 

３ ୍⯡オンブズマンは、ᑓ㛛的又はᢏ⾡的な事項について調査等を行う必要が࠶ると認めるときは、ᑓ㛛的ᶵ

関に対し、調査、㚷定、分ᯒ等を౫頼することができる。 

（調査結果の通▱） 

➨㸰㸯᮲ ୍⯡オンブズマンは、調査がしたときは、ࡑの結果を、次の各号にᥖげる調査の༊分に応じ、当

該各号にᥖげる者に対し速ࡸかに通▱しなければならない。 

�１� 苦情申立てに基づࡃ調査 申立人及び関係する市のᶵ関等 

�２� 自己の発意に基づࡃ調査 関係する市のᶵ関等 

（勧告及び意見表明） 

➨㸰㸰᮲ ୍⯡オンブズマンは、調査の結果、必要が࠶ると認めるときは、関係する市のᶵ関等に対し、是正等

の措置を講ずるよう勧告することができる。 

２ ୍⯡オンブズマンは、調査の結果、苦情申立て等のཎᅉが制度ࡑのものに࠶ると認めるときは、関係する市

のᶵ関等に対し、制度の改善を求める意見を表明することができる。 

３ ୍⯡オンブズマンは、前２項のつ定により勧告し、又は意見を表明したときは、申立人に対し、ࡑの旨を速

 。かに通▱しなければならないࡸ

４ 第１項のつ定による勧告又は第２項のつ定による意見表明をཷけた市のᶵ関等は、これを尊重しなければな
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らない。 

（報告等） 

➨㸰㸱᮲ ୍⯡オンブズマンは、前条第１項のつ定による勧告又はྠ条第２項のつ定による意見表明をしたとき

は、当該勧告又は意見表明をཷけた市のᶵ関等に対し、是正等又は改善の措置の≧ἣについて報告を求めるも

のとする。 

２ 前項の報告を求められた市のᶵ関等は、当該報告を求められた日の⩣日から㉳⟬して��日以内に、୍⯡オン

ブズマンに対し、是正等又は改善の措置の≧ἣについて報告するものとする。 

３ ୍⯡オンブズマンは、前項のつ定による報告が࠶ったときは、申立人に対し、ࡑの旨を速ࡸかに通▱しなけ

ればならない。 

（公表） 

➨㸰㸲᮲ ୍⯡オンブズマンは、第��条第１項のつ定による勧告又はྠ条第２項のつ定による意見表明をしたと

き、及び前条第２項のつ定による報告が࠶ったときは、ࡑの内容を公表するものとする。 

２ ୍⯡オンブズマンは、前項のつ定による公表をするに当たっては、個人情報等の保護について十分な配慮を

しなければならない。 

➨㸳❶ 国立市Ꮚࡢࡶேᶒオンブズマン

（Ꮚもの人ᶒの尊重） 

➨㸰㸳᮲ てのᏊもは、ᶒ利行のయ者として尊重ࡉれ、いかなるᕪ別もなࡃඣ❺のᶒ利に関する条約に

基づࡃᶒ利及び自⏤を保㞀ࡉれる。 

２ 市及び市民୪びに関係ᶵ関は、ඣ❺のᶒ利に関する条約に基づき、Ꮚもに係るてのάືに࠾いてᏊも

の᭱善の利┈を第୍に⪃࠼、Ꮚもの生き、⫱ࡕ、及び発㐩するᶒ利୪びにཧຍし、及び意ᛮ表明を行うᶒ利

を尊重し、Ꮚもの人ᶒが正当に᧦護ࡉれるよう努めなければならない。 

（所ᤸ事項） 

➨㸰㸴᮲ Ꮚも人ᶒオンブズマンの所ᤸ事項は、次にᥖげる事項とする。 

�１� Ꮚもの人ᶒᐖのᩆ῭に関すること。 

�２� Ꮚもの人ᶒᐖの㜵Ṇに関すること。 

�３� 前２号にᥖげるもののか、Ꮚもの人ᶒの᧦護のため必要な制度の改善等に関すること。 

２ 前項のつ定にかかࢃらず、第��条第２項第１号、第２号、第４号、第６号及び第７号にᥖげる事項は、Ꮚ

も人ᶒオンブズマンの所ᤸ事項としない。 

（⫋ົ） 

➨㸰㸵᮲ Ꮚも人ᶒオンブズマンの⫋ົは、次のと࠾りとする。 

�１� Ꮚもの人ᶒᐖに関する相談に応じ、必要なຓゝ及びᨭを行うこと。 

�２� Ꮚもの人ᶒᐖに関して、ᩆ῭の申立て又は自己の発意に基づき、調ᩚし、及び調査すること。 

�３� Ꮚもの人ᶒᐖに係る事案について、是正等の措置を講ずるよう勧告すること。 

�４� Ꮚもに係る制度の改善を求める意見を表明すること。 

�５� 第３号のつ定による勧告及び前号のつ定による意見表明の内容を公表すること。 

（Ꮚも相談ဨのタ置及び⫋ົ） 

➨㸰㸶᮲ Ꮚも人ᶒオンブズマンの業ົの補ຓを行うため、Ꮚも相談ဨを置ࡃ。 

２ Ꮚも相談ဨは、Ꮚも人ᶒオンブズマンのᣦ♧をཷけ、次にᥖげる⫋ົを行う。 

�１� Ꮚもの人ᶒに関する相談ᨭ及び調ᩚ業ົ 

�２� Ꮚもの人ᶒの᧦護に関して必要な調査 

�３� Ꮚも人ᶒオンブズマンについてのᗈ報άື等 

（相談及びᩆ῭の申立て） 

➨㸰㸷᮲ Ꮚもをྵࡴఱ人も、市内のᏊもの人ᶒに係る事項について、Ꮚも人ᶒオンブズマンに相談し、

又はᩆ῭を申し立てることができる。 

２ 前項のつ定による相談及びᩆ῭の申立ては、ཱྀ㢌又は書面で行うことができる。 

（ᩆ῭申立てに基づࡃ調査） 

➨㸱㸮᮲ Ꮚも人ᶒオンブズマンは、前条第１項のつ定によるᩆ῭の申立て（以下「ᩆ῭申立て」という。）

をཷけた場合に࠾いて、当該ᩆ῭申立ての内容が市内のᏊもの人ᶒに係る事項で࠶ると認めるときは、当該
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ᩆ῭申立てに係る調査を行うものとする。たࡔし、次の各号のいずれかに該当する場合は、調査を行ࢃない。

�１� ᩆ῭申立ての内容が第��条につ定する所ᤸ事項に該当しないとき。 

�２� 前号にᥖげる場合のか、調査することが適当でないとᏊも人ᶒオンブズマンが認めるとき。 

２ Ꮚも人ᶒオンブズマンは、ᩆ῭申立てが当該ᩆ῭申立てに係るᏊも又はࡑの保護者以እの者から行ࢃれ

た場合に࠾いて、前項の調査を行うときは、当該Ꮚも又は保護者のྠ意をᚓなければならない。たࡔし、当

該Ꮚもが置かれている≧ἣ等を⪃慮し、Ꮚも人ᶒオンブズマンが特別の必要が࠶ると認めるときは、この

㝈りでない。 

（発意に基づࡃ調査） 

➨㸱㸯᮲ Ꮚも人ᶒオンブズマンは、市内のᏊもの人ᶒに係る事項についての相談、༏名のᩆ῭申立てࡑの

⊂自にධᡭした情報等が第��条につ定する所ᤸ事項に該当するもので࠶ると認めるときは、これらの事案

について自己の発意に基づき調査を行うことができる。 

（公表） 

➨㸱㸰᮲ Ꮚも人ᶒオンブズマンは、次条に࠾いて‽用する第��条第１項のつ定による勧告ⱝしࡃはྠ条第２

項のつ定による意見表明をした場合に࠾いて、必要が࠶ると認めるときは、ࡑの内容を公表することができる。

（‽用） 

➨㸱㸱᮲ 第��条第２項及び第３項、第��条第２項、第��条から第��条ࡲで୪びに第��条第２項のつ定は、Ꮚ

も人ᶒオンブズマンについて‽用する。この場合に࠾いて、第��条第２項及び第３項、第��条第２項第１号、

第��条第１号୪びに第��条第２項୰「苦情申立て」と࠶るのは「ᩆ῭申立て」と、第��条第２項୰「前項たࡔ

し書」と࠶るのは「第��条第１項たࡔし書」と、第��条第２項、第��条第２項第１号、第��条第１号、第��条

第３項及び第��条第３項୰「申立人」と࠶るのは「ᩆ῭申立てを行った者」と、第��条第１項୰「前２条」と

��るのは「第��条又は第��条」と、第࠶条第２項各号、第��条第１項、第��条各号、第��条第１項、第２項及

び第４項୪びに第��条第１項及び第２項୰「市のᶵ関等」と࠶るのは「市のᶵ関」と、第��条第１項୰「前条

第１項」と࠶るのは「第��条に࠾いて‽用する第��条第１項」と、「ྠ条第２項」と࠶るのは「第��条に࠾い

て‽用する第��条第２項」と、第��条第２項୰「前項」と࠶るのは「第��条」とㄞ࠼᭰ࡳるものとする。 

➨㸴❶ ⿵๎

（ᗢົ） 

➨㸱㸲᮲ 総合オンブズマンのᗢົは、オンブズマン事ົᒁに࠾いて処理する。 

２ オンブズマン事ົᒁには、総合オンブズマンの⫋ົの㐙行を補ຓするため、ᑓ㛛調査ဨを置ࡃことができる。

（㐠用≧ἣの報告等） 

➨㸱㸳᮲ 総合オンブズマンは、ẖ年、この条例の㐠用≧ἣについて、年次報告書を作成し、市長及び市議に

報告するとともに、ᗈࡃ市民にこれを公表するものとする。 

（市民のᗈ報等） 

➨㸱㸴᮲ 市長は、市民にこの条例の趣旨及び内容をᗈࡃ▱らࡏるとともに、市民が総合オンブズマンの苦情

申立て୪びに第��条第１項のつ定による相談及びᩆ῭申立てを容᫆に行うことができるための必要な⟇の

᥎㐍に努めるものとする。 

（ጤ௵） 

➨㸱㸵᮲ この条例に定めるもののか、条例の行について必要な事項は、市長が別に定める。 

 ๎

１ この条例は、平成��年４月１日から行する。 

２ この条例は、この条例の行の日の１年前の日以ᚋに࠶った事実に係る苦情申立て及びᩆ῭申立てについて

適用し、ྠ日前に࠶った事実に係る苦情申立て及びᩆ῭申立てについては適用しない。 
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国立市総合オンブズマン᮲⾜つ๎ۑ

平成��年３月��日つ則第��号 

（趣旨） 

➨㸯᮲ このつ則は、国立市総合オンブズマン条例（平成��年��月国立市条例第��号。以下「条例」という。）

の行について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

➨㸰᮲ このつ則で用する用ㄒの意義は、条例で用する用ㄒの例による。 

（総合オンブズマンのົ日等） 

➨㸱᮲ 総合オンブズマンのົ日及びົ間は、１人につきཎ則として次のと࠾りとし、ົ日のりり

は、市長がࡑの都度定める。 

ົ日 ົ間 

１㐌間につき１日 ༗前又は༗ᚋの㐃⥆する３間 

（総合オンブズマン議） 

➨㸲᮲ 総合オンブズマンの⫋ົᇳ行に関する重要な事項を協議するため、総合オンブズマンをもってᵓ成する

総合オンブズマン議（以下「議」という。）を置ࡃ。 

２ 議は、代表オンブズマンが必要に応じてྊ㞟し、ࡑの議長となる。 

３ 議にすることができる事項は、次にᥖげると࠾りとする。 

�１� 総合オンブズマンの⫋ົᇳ行の୍⯡᪉㔪に関する事項 

�２� 条例第��条及び条例第��条のつ定による公表୪びに条例第��条のつ定による㐠用≧ἣの報告等に関す

る事項 

�３� 前２号にᥖげるもののか、総合オンブズマンの⫋ົᇳ行に関する重要な事項 

４ 前３項につ定するもののか、議について必要な事項は、代表オンブズマンがのオンブズマンにㅎって

定める。 

（市と利ᐖ関係を有する業等） 

➨㸳᮲ 条例第��条第３項につ定する市と利ᐖ関係を有する業ࡑののᅋయとは、として、市に対しㄳ㈇を

するものをいう。 

（苦情申立書） 

➨㸴᮲ 条例第��条第１項につ定する苦情申立ては、国立市総合オンブズマン（୍⯡オンブズマン）苦情申立書

（第１号ᵝᘧ）により行うものとする。 

２ 条例第��条第１項第３号につ定するつ則で定める事項は、の制度によるᡭ⥆の有↓に関する事項、代理人

に関する事項୪びに条例第��条のつ定による調査、条例第��条のつ定による調査結果の通▱୪びに条例第��

条のつ定による勧告及び意見表明に係るྠ意事項とする。 

（苦情申立てのᮇ間の特例） 

➨㸵᮲ 条例第��条第３項たࡔし書につ定する正当な理⏤とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

�１� 苦情申立てに係る事実がᴟめて⛎ᐦのうࡕに行ࢃれ、１年を⤒㐣したᚋึめて明らかにࡉれたとき。 

�２� ኳ⅏地ኚ等による通の㏵⤯により申立ᮇ間をᚐ㐣したとき。 

�３� 苦情申立てに係る事実が⥅⥆しているとき。 

�４� 前３号にᥖげる場合のか、୍⯡オンブズマンが正当な理⏤が࠶ると認めるとき。 

２ ୍⯡オンブズマンは、前項につ定する正当な理⏤の認定に当たっては、市民のᶒ利利┈の保護を図ることを

目的とするオンブズマン制度の趣旨にのっとり、ᙎ力的㐠用を図ることに␃意しなければならない。 

３ 前２項のつ定は、条例第��条に࠾いて‽用する条例第��条第３項たࡔし書につ定する正当な理⏤について‽

用する。この場合に࠾いて、第１項第１号及び第３号୰「苦情申立て」と࠶るのは「ᩆ῭申立て」と、ྠ項第

４号及び前項୰「୍⯡オンブズマン」と࠶るのは「Ꮚもの人ᶒオンブズマン」と、ㄞ࠼᭰ࡳるものとする。

（調査実の通▱） 

➨㸶᮲ ୍⯡オンブズマンは、条例第��条につ定する調査を行うときは、関係する市のᶵ関等に対し、申立人の

Ặ名及びఫ所୪びに調査内容等を通▱するものとする。 

２ 前項のつ定は、条例第��条及び条例第��条につ定する調査を行う場合について‽用する。この場合に࠾いて、

前項୰「୍⯡オンブズマン」と࠶るのは「Ꮚもの人ᶒオンブズマン」と、「市のᶵ関等」と࠶るのは「市の

ᶵ関」と、「する。」と࠶るのは「する。たࡔし、Ꮚもの人ᶒオンブズマンが通▱することが適当でないと

認めるときは、この㝈りでない。」とㄞ࠼᭰ࡳるものとする。 
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（㌟分証明書の提♧） 

➨㸷᮲ 総合オンブズマン、Ꮚも相談ဨ及びᑓ㛛調査ဨは、条例第��条、条例第��条、条例第��条又は条例第

��条につ定する調査（第��条に࠾いて༢に「調査」という。）を行う場合に࠾いては、ࡑの㌟分を♧す証明書

をᦠᖏし、関係人からㄳ求が࠶ったときは、これを提♧しなければならない。 

２ 前項につ定する㌟分を♧す証明書は、次の各号にᥖげる༊分に応じ、ࡑれࡒれ当該各号に定めるものとする。

�１� 総合オンブズマン 国立市総合オンブズマン㌟分証明書（第２号ᵝᘧ） 

�２� Ꮚも相談ဨ 国立市オンブズマン事ົᒁᏊも相談ဨ㌟分証明書（第３号ᵝᘧ） 

�３� ᑓ㛛調査ဨ 国立市オンブズマン事ົᒁᑓ㛛調査ဨ㌟分証明書（第４号ᵝᘧ） 

（ᩆ῭申立書） 

➨㸯㸮᮲ 条例第��条第２項につ定するᩆ῭の申立てを書面により行うときは、国立市総合オンブズマン（Ꮚ

もの人ᶒオンブズマン）ᩆ῭申立書（第５号ᵝᘧ）により行うものとする。 

（勧告、意見表明等の公表） 

➨㸯㸯᮲ 条例第��条第１項及び条例第��条のつ定による勧告、意見表明又は報告の内容の公表は、市ᗈ報、市

 。のの᪉ἲにより行うものとするࡑのⓏ㍕ࢪー࣒࣌ー࣍

（㐠用≧ἣの報告等） 

➨㸯㸰᮲ 条例第��条のつ定による市長及び市議の㐠用≧ἣの報告は、次にᥖげる事項について行うものと

する。 

�１� 苦情申立て、ᩆ῭申立て及び調査の௳ᩘ 

�２� 苦情申立て、ᩆ῭申立て、条例第��条第１項（条例第��条に࠾いて‽用する場合をྵࡴ。） 

のつ定による勧告、条例第��条第２項（条例第��条に࠾いて‽用する場合をྵࡴ。）のつ定 

による意見表明及び条例第��条第２項（条例第��条に࠾いて‽用する場合をྵࡴ。）のつ定 

による報告の要旨 

�３� 前２号にᥖげるもののか、総合オンブズマンが必要と認める事項 

２ 条例第��条のつ定による㐠用≧ἣの公表は、前項にᥖげる事項について、市ᗈ報、市࣍ー࣒࣌ーࢪのⓏ㍕

 。のの᪉ἲにより行うものとするࡑ

（ᶆ‽処理ᮇ間） 

➨㸯㸱᮲ 総合オンブズマンは、条例第��条又は条例第��条につ定する調査を、別に定めるᶆ‽処理ᮇ間内に⤊

 。るよう努めるものとする࠼

２ 総合オンブズマンは、前項につ定するᮇ間内に調査を⤊できないときは、当該ᮇ間を⤒㐣するࡈとに、苦

情申立て又はᩆ῭申立てを行った者に⤒㐣を報告するものとする。 

（公༳） 

➨㸯㸲᮲ 総合オンブズマンの公༳の名称、書య、ᑍἲ、ᩘ、用㏵、ࡦなᙧ及び公༳保⟶者は、次のと࠾りとす

る。 

公༳名 書య ᑍἲ ᩘ 用㏵ ࡦなᙧ 公༳保⟶者 

国立市総合オンブズマン༳ てࢇ書 
᪉࣑ࣜ�� 

࣓ーࣝࢺ 
１ ୍⯡ᩥ書 

オンブズマン 

事ົᒁ長 

（ጤ௵） 

➨㸯㸳᮲ このつ則に定めるもののか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 ๎

このつ則は、平成��年４月１日から行する。 

 ๎

１ このつ則は、公ᕸの日から行する。 

２ このつ則の行の㝿、このつ則による改正前の国立市総合オンブズマン条例行つ則のつ定に基づき作成ࡉ

れたᵝᘧの用⣬で、現にṧᏑするものは、必要な改正をຍ࠼た上、な࠾当分の間、用することができる。 
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第１号ᵝᘧ（第６条関係）

国立市総合オンブズマン（୍⯡オンブズマン）苦情申立書

国立市総合オンブズマン Ẋ

                           年   月   日

ఫ  所

Ặ  名

㟁ヰ番号

 国立市総合オンブズマン条例第１５条及び第１６条第１項のつ定により、次のと࠾り苦情

の申立てをしࡲす。

趣旨

理⏤（ලయ的内容）

苦情申立てのཎᅉとなった事実の࠶った年月日     年    月    日 

制度によるᡭ⥆の有↓ （                   ）有ڧ  ↓ڧ

代理人

ఫ  所

Ặ  名

㟁ヰ番号

申 立 人
との関係

個人情報目的እ利用ྠ意書

 国立市総合オンブズマン条例第 �� 条、第 �� 条及び第 �� 条に基づき、国立市総合オンブズマン 

が苦情申立てに係る調査等を行うため、⚾に関する情報、ࡑの苦情申立て内容に関ࢃる情報に

ついて、市のᶵ関等に通▱（提♧）すること及び市のᶵ関等が保有する⚾の個人に関する情報を

利用することについてྠ意しࡲす。

申立人Ặ名              

ഛ ⪃
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第５号ᵝᘧ（第１０条関係）

国立市
しࡕにたࡃ

総合
うࡈうࡑ

オンブズマン（Ꮚ
こ

もの人ᶒ
じࢇけࢇ

オンブズマン）ᩆ ῭
きࡹうࡉい

申立書
もうしたてしࡻ

国立市
しࡕにたࡃ

総合
うࡈうࡑ

オンブズマン Ẋ

年
ࢇࡡ

   月
がつ

   日
にࡕ

ఫ
じࡹう

所
しࡻ

Ặ
し

  名
めい

㟁ヰ番号
でࢃࢇばࡈࢇう

  Ꮚ
こ

もの人ᶒ
じࢇけࢇ

ᐖ
しࢇがい

について、国立市
しࡕにたࡃ

総合
うࡈうࡑ

オンブズマン条 例
じࡻうれい

第
いࡔ

２㸷 条
じࡻう

のつ定
き て い

により、

次
つࡂ

のと࠾りᩆ ῭
きࡹうࡉい

の申立
もうした

てをしࡲす。

ձ対㇟者
たいしࡻうしࡷ
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国立市総合オンブズマン苦情等処理に関する協定書 

 国立市を甲、福祉サービス（以下「サービス」という。）を契約に基づき提供する民間福祉事業者を乙

とし、甲と乙は国立市総合オンブズマン条例（平成２８年１２月国立市条例第３８号）の趣旨に基づき、

国立市総合オンブズマン（以下「オンブズマン」という。）苦情等処理に関する協定（以下「本協定」と

いう。）を締結する。

（目的）

第１条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、乙の提供するサービスを利用する者（以下「利用者」とい

う。）の当該サービスに対する苦情又はオンブズマンが自己発意に基づき取り上げた事案（以下「苦情

等」という。）を公正かつ迅速に処理することにより、乙のサービスの向上を図り、乙と利用者との間

の信頼関係を確立するために必要な事項を定めることを目的とする。

（調査に対する協力）

第２条 乙は、苦情等に関して事実関係を確認するため、オンブズマンが行う聞き取り面談及び書類確

認等の調査に対して、迅速かつ誠実に協力するものとする。

（是正勧告等の尊重及び是正措置の報告）

第３条 乙は、前条の調査の結果、オンブズマンが是正等の措置を講ずるよう勧告（以下「是正勧告」

という。）又は制度の改善を求める意見の表明（以下「意見表明」という。）を行った場合には、これ

を尊重し、誠実かつ適切な対応に努めるものとする。

２ 乙は、オンブズマンから是正勧告又は意見表明に対する是正等の措置について報告を求められた場

合は、当該報告を求められた日から６０日以内に、オンブズマンに対し、是正等措置報告書を提出す

るものとする。

（情報の公表に対する容認）

第４条 乙は、甲が年次報告書等により、苦情等の調査結果、是正勧告、意見表明及び是正措置報告等

の情報を公表することについて、容認するものとする。

２ 甲は、前項の公表に当たっては、個人情報等の保護について十分な配慮をしなければならない。

（解約）

第５条 乙は、甲に申し出ることにより、本協定を解約することができるものとする。

（補則）

第６条 本協定に関し、各条項の解釈について疑義を生じたとき又は特別の定めのない事項については、

第１条の目的を実現するため、甲及び乙の協議により解決を図るものとする。

本協定締結の証として本書２通を作成し、各自１通を保有するものとする。

   年   月   日

甲 東京都国立市富士見台二丁目４７番地の１

      国 立 市

      代 表 者    国 立 市 長  永 見 理 夫

乙 所 在 地

  商号又は名称

      代 表 者
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市と協定を結んだ⺠間福祉事業者⼀覧（令和６年 3 月 31 日現在） 

名  称 所 在 地 

特定非営利活動法⼈ アビリティクラブたすけあい 
くにたちすてっき 

国⽴市中 3－5－60 カサムシカ 1Ｆ 

社会福祉法⼈ 恩賜財団東京都同胞援護会 
⽴川福祉作業所 

⽴川市柴崎町 3－13－11 

社会福祉法⼈ かいゆう 国⽴市⻘柳 1－34－3 

ハッピーテラス国⽴教室 国⽴市中 2－3－66 タキイシビル 1 階 

医療法⼈社団 国⽴あおやぎ会 国⽴市⻘柳 3－5－1 

特定非営利活動法⼈ 国⽴⼦育ちティエラ 国⽴市⾕保 6897－12 

社会福祉法⼈ くにたち⼦どもの夢・未来事業団 国⽴市矢川 4－17－65 

社会福祉法⼈ 国⽴市社会福祉協議会 国⽴市富⼠⾒台 2－38－5 

公益社団法⼈ 国⽴市シルバー⼈材センター 国⽴市富⼠⾒台 2－38 

株式会社 オリヴィエ 国⽴市東 1－17－20 サンライズ 21 ビル 302 号 

特定非営利活動法⼈ 国⽴ルピナス 国⽴市⻄ 2－20－10 第 2 村上ビル 2Ｆ 

特定非営利活動法⼈ ⼦育て支援事業団あじさい園 国⽴市富⼠⾒台 4－10－6 アクトＳ国⽴ビル 2 階 

特定非営利活動法⼈ 燦 国⽴市富⼠⾒台 3－33－22 

山紫水明株式会社 茶話本舗国⽴さくら亭 国⽴市北 2－14－5 

三多摩医療⽣活協同組合 国分寺市本町 4－12－14 

社会福祉法⼈ 滝乃川学園 国⽴市矢川 3－16－1 

⼀般社団法⼈ たまぷらねっと 国⽴市⻄ 2－11－23 関ビル第二 101 

医療法⼈社団 つくし会 国⽴市⻄ 2－26－29 

特定非営利活動法⼈ 東京⾃⽴支援センター 国⽴市富⼠⾒台 4－11－7－101 号 

公益財団法⼈ 東京ＹＭＣＡ 
放課後等デイサービス東京ＹＭＣＡＰＩＴ国⽴ 

国⽴市東 1－4－20－102 

ニチイケアセンター国⽴ 国⽴市北 1－7－23 国⽴ビル 5F 

発達支援センターLeap 国⽴ 国⽴市北 2－13－48 ワコーレ国⽴ 102 

社会福祉法⼈ 弥⽣会 国⽴市泉 3－1－6 

（注 1） 五十音順 
（注 2） 上記事業者の提供する福祉サービス以外のサービス（例、医療サービスなど）は対象外となります。 
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